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2 -4.通常火災

本項においては、低層高密度市街地の整備のため、通常火災が起きた後の笑態を訓

査し、その実態を分析する事により、整備上の課題を担1，出する。

火災に関する研究として延焼火災の最近の研究としては東京消防庁(1989)1)による

延焼速度式を開発する研究があり、通常火災に関する研究として特に小規模建築物の

火災のモデルに関する研究としては、 田中(1979a)2)(1979b)3) (1980a)4) (1980b)5) 

(1980c)6)による一連の研究があり、火災の状況に関する研究としてフラッシユオー

ノTーについて扱ったものとしては、武田(1983)7)、 長谷見 (1986)8)及び東京消防庁

(1989)9)のものカさある。

それら火災の性状に関する研究とは~Ijに、災害が地域に与える影響に関するものと
して、災害時における既存の調査、研究にあっては震災におけるものとして代表的な

ものに、鈴木ら (1980)10)の震災時における行動と生活空間についての考察、高野ら

(1980) 11)の災害対応力に関する考察、及び地震にあった地元住民の災害対応行動を

分析した熊谷(1984)12)の研究がある。

また震災に関する報告書も多いが、火災に関する調査、研究はあまりない。近年、

大火における調査、研究として坂口 (1988)13)の函館大火の復興計画に関するもの、

中林ら(1988)14)の被災者の生活復興過程じ関するもの、小坂ら(1988)15)の被災者の

復興市街地の評価に関するものが発表されたが、通常火災に関する調査、研究はない。

大災害における調査、研究が多い中、木造住宅、老朽住宅、狭あい道路が多いかかる

市街地にあっては、通常火災も重要と考えられる。

本項では、そういった意味で通常火災があった後にその地がどの様に更新されて行

ったか、 l件の火災は周辺にどの様な影響を及ぼすのか、火元居住者はどの様になっ

たか、また非接道宅地はどの様になったか等について火災の程度別に通常火災後の実

態をふまえた上で、実証的な観点から整備計画上の課題について考察する。

ここでは火災の程度を表すものとして、東京消防庁 ・火災調査規定による、 「焼損

の程度jを用いている。
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2 -4一 1調査の内容及び方法

1 )対象地

低層高密度市街地として荒川区より荒川消防署管内の地、及び墨田区より向島消防

箸管内の地とした。それぞれの消防箸管内の町丁目は以下の通り。

荒川|区荒川消防署管内

荒川 1-3丁目、東日暮里 1-6丁目、西日暮里 1-6丁目、

南千住 1-8丁目

墨田区向島消防者管内

押上 1-3丁目、京島 1-3丁目、墨田 1-5丁目、立花 1-6丁目、

文化 1-3丁目、八広 1-6丁目、提通 1-2丁目、東墨田 1-3丁目、

東向島 1-6丁目

2 )対象火災

(1)火災とは

まず最初に火災について、 「東京消防庁火災調査規定J第 2条16)による用語の

定義をみると、以下の様に定義されている。

「東京消防庁火災調査規定」

(用語の定義)

第2条 この規定において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞ

れ当該各号の定めるところによる。

(1)火災 人の意図に反して発生し、もしくは拡大しまたは放火

により発生して消火の必要ある燃焼現象であって、これを消火

するために消火施設またはこれと同程度の効果のあるものの利

用を必要とするものをいう。

(2)火災の種別

火災にも桜々な種別がある。東京消防庁調1t規定tri3 5条17)においては、以下

の様に 6種類に分けられている。

「東京消防庁火災調査規定」

(火災の種別)

第35条 火災の種別は、次の 6程とし、その内容は当該各号に掲げる

とおりとする。



118 第2章低層高密度市街地の実態

(1)建物火災建物またはその収容物が焼損したもの

(2)車両火災 車両及び被牽引車またはそれらの積載物が焼損し

たもの

(3)船舶火災船舶またはその積載物が焼損したもの

(4)航空機火災航空機またはその積載物が焼損したもの

(5)林野火災森林、原野または牧野の樹木、雑草、飼料、数科

等が焼損したもの

(6)その他の火災前各号以外の物が焼損した場合

2 前各号の火災が複合する場合の火災の種別は、焼き損害額の

大なるものによる。ただし、その態様により焼き損害の大なる

ものの種別によることが社会通念上適当でないと認められると

きは、この限りでない。

3 前項の焼き損筈額が同額または算出されない場合は、火元の

火災の種別による。

この定義によれば、住宅地に発生する火災は上記の種別のうち、(1)の建物火災、(2)

の車両火災、そして(6)のその他の火災が発生すると考えられる。このうち (6)のその

他の火災としては、ごみ箱の火災等があげられる。

本項における目的は火災後の市街地の更新、及びその方法等の実態の把握であるた

めに、 (2)の車両火災、及び(6)のその他の火災にあっては対象外と考え、対象火災の

種別としては、 (1)の建物火災について取り上げ調査する。

(3)焼損の程度及び火災の程度

前項の「火災の種別」と同様に「焼損の程度J及び「火災の程度jは、同問査規

程賞D7条18)及び第38条19)にそれぞれ以下の様に 4種類に分けられている。

「東京消防庁火災調査規定J

(焼損の程度)

第37条 建物の焼損程度は、 l棟ごとに次の 4程に区分し、その内容

は当該各号に掲げるとおりとする。

(1)全焼 建物の70ハ・寸川以上を焼損したものまたはこれ未消で

あっても残存部分に術修を加えて再使用できないもの

(2)半焼 建物の20ハ・-1:iト以上70ハ・』セント未満を焼損したもの

(3)部分焼 全焼、半焼及びぼやに該当しないもの

(4)ぼや 建物の10ハ・ーセント未満を焼損した場合で、かつ、焼損床
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面積が3.3平方メートル未満のものまたは収容物のみを焼損し

たもの

2 車両、船舶及び航空機の焼損程度は、前各号に準ずるものと

する。

(火災の程度)

第38条 火災の程度は、 l件の火災のうち決定した火災の種別の焼損

程度の大なるものにより全焼火災、半焼火災、部分焼火災及び

ぼや火災に区分する。

この定義により、焼損程度は、各棟毎に、 「全焼」、 「半焼」、 「部分品，'tJ、 「ぼ

やjでとらえ、火災の程度としては火災 l件毎に「全焼火災」、 「半焼災J、 「部分

焼火災」、 「ぼや火災」の区分でとらえる事とする。

この定義は、かなり幅をもった定義である。大雑把にとらえると、 「全焼」は、 70

%以上を焼損したものか、または、補修を加えても、再使用出来ない程度まで焼損し

たものとなる。次に「半焼Jは、建物の20%以上、 70%未満を焼損したものとあるが

「全焼jとの区分は、補修を加えて再使用可能な程度のものと言える。 r音11分焼」と

の区分は、 20%以上ということである。また「部分焼Jにあっては 20%未満の焼損

程度であり、 「ぼやJとの区分は、焼損面積が 3.3m' (1坪)以上のものということ

になる。 rぼやJは、 10%未満の焼損で、かつ 3.3m'未満のものあるいは、収容物の

みの場合となっている。

これを見ると、それぞれの程度を区分する判断にあっては、判断する人の主観によ

り差が生じる可能性があるが、本項では、消防署の判断結果による。

(4)対象火災

対象とする火災は、それぞれ下記の期間における「建物火災Jとした。

①荒川区荒川消防2者管内昭和58年-61年 合計193件

@墨田区向島消防者管内昭和58年度-60年度 合計168件

ここで期間については、建築確認申請と照合する都合上 5年以内のものとする:必要

があり、昭和58年以後のものとした。また、荒川消防者包-内と向島消防署管内におい

ては、その期間において年と年度による違い、また 3年11¥]と 4年間との速いがあるが、

これはデータ収集の都合による。

また63年秋に調査を実施したために、最近年である 6211ミ分にあっては、その後の吏

新状況に建替え等があったとしても、未だその建築行為等が完了していない~Fが予怨

され、対象外とした。
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使用した住宅地図は、両管内共火災前として昭和57年版、火災後として、昭和63年

版を使用した。

:全焼:
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第2t;!低層高密度市街地の実態

3)調査の内容

本項の目的から調査項目は(1)火災の実態、 (2)更新の実態、 (3)近隣への影響の

実態、 (4)火元居住者の実態、 (5)非接選宅地の更新の実態についての 5項目である。

以下それぞれについて述べる。

(1)火災の実態

火災の程度、及び焼損の程度別状況を把握する。またその位置を地図上にプロッ

トし、接道状況、前面道路の幅員について調査する。

(2)更新の実態

焼損の程度別による建築行為の状況、硲認申請を提出しているかいないか、また

工事の種別について、そして火災後確認申請を提出するまでの間について調査す る。

(3)近隣への影響の実態

隣家へ及ぼす影響として、り災棟数、り災世帯数について調査する。

(4)火元居住者の実態

火災後火元居住者は、その後その地にとどまったか、あるいは移転したかにつ い
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図2-4-1.火災の実態調査のフロー

て調査する。

(5)非接道宅地の更新の実態

非接道宅地が火災にあった場合、実際はどの様にして建替えを行っているか、そ

の実態について調査する。

4 )調査の方法

火災に関する資料の収集では、荒川消防器管内のものにあっては、荒川消防者の提

供により、向島消防器管内のものにあっては、墨田区の提供による。

提供された資料をもとに、接道状況及び前面道路阿員にあっては、それぞれ区役所

の道路台帳等の資料により調査を行った。また更新、火元居住者及び非抜道宅地の更

新の実態については、焼損の程度が「ぼやJを除く、 「全焼J、 「半焼J、「音11分娩j

のものについて取り上げ、区役所にて確認申請の提出状況を調査し、更に現地調査に

より状況を確認した。 iぼやj について取り上げなかったのは、 焼損程度の性特上、

確認申請を提出して建築行為を行うことはきわめて少ないと考えられるからである 。

また近隣への影響の実態にあっては、提供された火災の資料による。(図2-4-1)

尚、確認申請の調査にあたっては、両管内とも火災発生時より昭和63年11月末まで

に提出されたものを対象とし、現地調査は一次調査として昭和63年11.Flより平成元年

l月にかけて行い、二次調査として一次調査時に建替えが完了していないものについ

て、平成2年8月に行った。
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2-4-2火災の実態

1 )火災の程度別実態

荒川消防署管内、及び向島消防署管内において発生した火災件数について、火災の

程度別に分類しその状況をみる。判

(1)荒川消防署ー管内

昭和58から昭和61年までの 4年間の状況を見ると、 「全焼火災jが14件 (7.3%)、

「半焼火災jが19件(9.8旬、 「部分焼火災」が17件(8.8%)、 「ぼや火災jが143件

(74.1%)で、合計168の建物火災が発生している。

火災の程度の割合を見ると、 58年と 59年は「ぼや火災」が80%以上であり、比較

的経い火災が多いが、 60年度になって「ぼや火災」が60%台となり、逆に程度の重

い火災が増えている。(表2-4-1) 

(2)向島消防者管内

昭和58年度から昭和60年度までの 3年間の状況を見ると、 「全焼火災」が、 13件

(7.7%)、 「半焼火災jが13件(7.7%)、 「部分焼火災」が 9件(5.4%)、 「ぼや火災J
が 133件(79.2%)で、合計168件の建物火災が発生している。

火災の程度の割合を見ると、 58年度と 59年度は「ぼや火災」が80%以上であり、

比較的軽い火災が多いが、 60年度になって「ぼや火災Jが60%台となり、その分「全

焼火災jが14.3%と増え、程度の重い火災が増えている。(表2-4-2) 

表2-4-1.荒川消防署管内火災の実悠

全焼 半焼 部分焼 ぼや 合計

58年 3( 6.4) 3( 6.4) 3( 6.4) 38(80.8) 47(100) I 
59年 2( 4.0) 4( 8.0) 2( 4.0) 42(84.0) 50(100) 
60年 5(10.9) 7(15.2) 3( 6.5) 31( 67.4) 46(100) 
61年 4( 8.0) 5(10.0) 日(18.0) 32(64.0) 50(100 ) 

合計 14( 7.3) 19( 9.8) 17( 8.8) 143(74.1) 193(100) 

表2-4-2.向島消防署管内火災の実態

全焼 半焼 部分m ぼや 合計

58年度 3( 5.3) 3( 5.3) 2( 3.6) 48(85.7) 56(100) 
59年度 2( 3.6) 8(14.3) 2( 3.6) 48(85.7) 56(100) 
60年度 5(14.3) 4( 7.1) 5( 8.9) 39 (69.6) 56(100) 

合計 13( 7.7) 13( 7.7) 9( 5.4) 133(79.2) 168(100) 

.，岡管内の年次別火災分布は巻末参考資科9参照
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2 )接道状況及び前面道路の帽員別笑態

荒川消防箸管内及び向島消防署管内で発生した火災件数の火災の程度を、接道状況

及び前面道路の幅員別状況で分類してみる。尚分類にあっては非接道のもの、前面道

路幅員4m未満のもの、 4m以上6m未満のもの及び6m以上のものに分けた。

(1)荒川消防署管内の実態

火災の程度別に前面道路の状況を見る。非接道及び前面道路幅員 4m未満のもの

を合計したもので見ると、 「全焼火災jは8件 (61.5%)であり、 「半焼火災」は、

5件(26.3%)、 「部分焼火災Jは4件(23.5%)、 「ぼや火災」は37件(31.1%)であっ

た。

次に前面道路の状況別に火災の程度を見る。この場合、非接道宅地にあっては、

数が少ないので、前面道路間貝4m未満に含めた。前面道路開貝6m以上、 4m以上6m

未満、 4m未満と前面道路阿員別の火災の程度は「ぼや火災」がそれぞれ54件(73.0

%)、 28件(70.0%)、37件(68.5%)と幅員の狭さに比例して少ない割合である。火災

の程度の大きい「全焼火災Jと「半焼火災」を合計した依を見ると、それぞれ、 13

件(17.6%)、 6件(15.0%)、 13件(24.1%)である。これをポンプ車の活動可能とい

われる4mを境にしてみる。すなわち前面幅員道路4m以上と4m未満では、 「ぼや火

災jがそれぞれ82件 (71.9%)、 37件(68.5%)であり、 「全焼火災」と 「半焼火災J
を合計したものは、それぞれ19件(16.7%う、 13件(24.1%)である。(表2-4-3，4) 

(2)向島消防署管内の実態

火災の程度別に前回道路の状況を見る。非接道及び前面道路幅員4m未満のもの

の合計で見ると、 「全焼火災Jは4件(40.0%)であり、 「半焼火災」は 5件(38.5%)、

「部分娩火災jは3件(33.3%)、 「ぼや火災は28件(33.4%)であった。

次に前面道路の状況別に火災の程度を見る。この場合、非接道宅地にあっては 5

件と数が少ないので、前面道路幅員4m未満に含めた。前面道路幅員6m以上、 4m以

上6m未満、 4m未満と前lln道路何貝別の火災の程度は、 「ぼや火災jがそれぞれ58

件(84.1%)、 34件(79.1%)、28件(70.0%)と何貝の狭さに比例して少なくなっている。

火災の程度の大きい「全焼火災Jと「半焼火災Jを合計した値を見ると、それぞれ

7件(10.1%)、7件(16目3%)、9件 (22.5%)と反比例して多くなっている。 これを

ポンプ車の活動可能といわれる4mを筑にしてみる。日11ち前面道路4m以上と 4m未満

では、 「ぼや火災」がそれぞれ92件 (82.1%)、28件 (70.0%)であり、 「全焼火災J

と「半焼火災」を合計したものはそれぞれ14件(12.5%)、 9件 (22.5%)となってい

る。(表2・4-5.6) 
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(3)まとめ

荒川消防署管内と向島消防署管内の状況を見ると、まず火災の程度別状況では，

非接道及び前面道路闘員 4m未満にあっては、火災の程度の割合は、ぼや火災を除

き概ねその程度の大きいものに比例して発生していることが観察された。

また、前面道路の状況別に見た場合、前面道路幅貝 4m以上のケースと 4m未満の

ケースでは、 火災の程度の大きい火災は 4m未満の道路に多く発生していることが

観察された。

前面道路の隅員の状況が火災の程度と直接関連している訳ではないが、非接道宅

地、及び前面道路が4m未満の道路では、火災の程度が大きいものが多く発生して

おり、接道条件も火災の程度が大きくなる要因の lっと言える。

表2-4-3.荒川消防署管内道路幅員別火災の実態(1)

表2-4-4.荒川消防署管内道路幅員別火災の実態(2)

表2-4-5.向島消防署管内道路幅員別火災の実態(1)

表2-4-6.向島消防署管内道路幅員別火災の実態(2)
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2-4-3更新の実態

火災後の更新にあっては様々なケースが考えられる。例えば建替えを行う場合、地

区の特性上、確認申請を提出して建築するかどうかと言うことが問題となる。また確

認申請を提出しない場合はどの様な実態となっているか。焼損程度によっては、空地・

駐車場として「非宅地jの場合も考えられる。更に確認申請を提出する際の工事の種

別はどうなっているのか、これも焼損程度により、 「新築J、 「改築J等のケースが

考えられる。また火災後、建築行為を行うまでの期間として、確認申請提出までの期

間はどの程度となっているか、その実態を見る。まず最初に建築基準法に照らし合わ

せた、建物の焼損程度別の火災後のケースを想定し、その後、更新「の実態、工事の種

別、確認申請提出までの期間についてその実態を見る。

1 )想定されるケース

まず確認申請を提出するか、しないかということが問題となる。それぞれの場合に

も様々なケースが想定されるが、まず建築基準法について述べる。

建築物の建築等に関する事としては(建築物の建築等に関する申請及び確認)につ

いての事項として建築基準法第 6条20)に以下のように決められている。

「建築基準法j

(建築物の建築等に関する申請及び確認)

第 6条 建築主は、第 1号から第3号までに掲げる建築物を建築しょ

うとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増

築後において第 l号から第3号までに掲げる規模のものとなる

場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修絡もしくは大規

模の模様替えを使用とする場合または第4号に掲げる建築物を

建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、

その計画が当該建築物の敷地、 fl~造及び建築設備に|刻する法律

並びにこれに基づく命令及び条例の規定に適合するものである

ことについて、確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け

なければならない。ただし、防火地域及びt¥1f防火地域外におい

て建築物を増築し、改築し、または移転しようとする場合で、

その増築、改築または移転に係わる部分の床面積の合計が十平

方メートル以内のものについては、この限りでない。
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この規定によれば、確認申請の必要な場合は、建築物を「建築」しようとする場合、

そして建築物の「大規模の修繕Jもしくは「大規模の模様替えJをしようとする場合

に分けられる。ここで、 「建築」、 「大規模の修繕」及び 「大規模の模様替えJにつ

いては、 (用語の定義)として同法第 2条十三項、十四項及び十五項21)に以下のよ

うに定義されている。

「建築基準法」

(用語の定義)

第2条十三項建築建築物を新築し、増築し、改築し、または移転す

ることをいう。

十四項 大規模の修繕建築物の主要構造部の l稔以上について

行う過半の修絡をいう。

十五項 大規模の模様替建築物の主要構造部の l種以上につい

て行う過半の模様替をいう。

これを見ると低層高密度市街地においては建築行為の中では、防火地域、準防火地

域で10m'以下の、増築、改築、移転は確認申請の必要なし とされるが、それ以外の建

築行為は、確認申請の対象となる。

次に「改築」の定義については特に規定がないが、建築基準法の場合、一般的に使

用されている場合とは意味が異なる。

岩波書庖の 「広辞苑J22)によると、以下の様に述べられている。

改築:建物の全部ま たは一部を建てかえること

彩国社による 「建築大辞典J23)には以下の様に述べられている。

改築 :建築物を建て直すこと。建築基準法上では建築の一種で、

建築物の全部もしくは一部を除滅した後に、 引き続いて従

前と構造規模用途が著しく異ならないものを建てることを

いう。材料の新旧は問わない。

建築基準法技術研究会縞による 「建築基準法質疑応答集.基礎編 IJ 24)において

は、 「改築jに関する質疑について以下のように述べられている。

「建築基準法質疑応答集.基礎編 IJ 

照会 改築の定義をされたい。

回答 改築とは、建築物の全部若しくは一部を除却し、又はこれ

らの部分が災害等によって滅失した後引続きこれと用途、

規模、構造の著しく異ならない建築物を建てることをいう。
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従前のものと著しく異なるときは、新築又は増築と なる。

なお、使用材料の新旧を問わない。(昭和二八 ・一一・

一七住指発一四00)

従って一般的に使われる「木造住宅を改築して鉄筋のマンションにした」という使

い方は、この場合当てはまならない。いわゆる、 「従前と構造、規模、用途が著しく

異ならないものを建てることJである。

次に火災にあった場合、どの様に判断されるかという事であるが、この点に|渇して

は、特に規定されていない。区役所によると、火災にあった場合、火災後の状況が、

現状、即ち既存としての扱いをすることになり、火災前の状況は対象とならないとい

うことであった。

つまり、全焼で焼け崩れた場合、既存建物は「無Jとなる。従ってその地に同じ建

物を建築した場合は「改築」となり、構造、規模を変えて建てた場合は「新築」とな

る。また、半焼で、半分焼け残った場合、焼け残った部分が既存建物として判断され

る。従って焼失した半分を元通りに復旧した場合は、 「改築Jとなり、構造、規校等

を変えて残りの部分に加えた場合は「増築Jとなる。

以上の定義により、火災にあった場合の確認申請を提出するケースを考えてみると、

建築の中では 「移転」が対象外となり、また「大規模の模様替」も対象外となると考

えられる。従って確認申請を提出するための行為としては、 「新築」、 「増築J、「改

築Jそして 「大規模の修繕jが上げられる。

また確認申請を提出しないケースとしては、まず確認申請が必要なケースにもかか

わらず、確認申請を提出しないで済ます、いわゆる違反建築のケースが考えられる。

次に、被害が小規模で、確認申請が不必要で単なる「修絡jで済ますケース、そして、

居住者がその土地を雌れ、駐車場や空地となる「非宅地」のケースが考えられる。

以上により、確認申請を提出するケース及び確認申請を提出しないケースで考えら

れる状況は「新築J、 「増築J、 「改築j、 「大規模の修繕J、 「修終」そして「非

宅地」のケースである。ここでこれらのケースを、建物火災の焼損程度別に分類して

みる。焼損程度を見ると「全焼J、 「半焼J、 「部分品!eJ、 「ぼやJに分類される訳

であるが、 「ぼやj にあっては、その定義上、ほとんどが「修終」で済ますことが予

想さ れる。消火活動による水害等の被害があり、何等かの形で磁認ltUJが必要とされ

るケースもあるかとは考えられるが、そのケースは、きわめて少ない割合と考えられ

る。従って、想定されるケースを考える場合、 「ぼやJにあっては、除く事とした。

以上の様な前提で、各焼損程度別に火災後の可能性のあるケースは以下のように考
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えられる。

(1) I全焼Jの場合

まず全く新しく建て直すケースとして「新築Jが考えられる。また、以前の建物

と著しく異ならない建物を建てるケースとして「改築」が考えられる。これらは、

確認申請を提出しないで建てられる途反建築の場合も考えられる。更に考えられる

ケースとしては、 「全焼Jの場合、周辺に対する被害も大きく、心情的な面で、そ

の後その地に留まって住み続ける事ができず土地を離れるケース、及び、建て直し

の費用の点で、都合がつかなくなったケースとして、駐車場、空地となる「非宅地」

のケースが考えられる。これらの中では、建て直す場合、構造、規模、用途の面で

従前のものとは異なるものが建てられる事が考えられ、 「改築」は、少ない割合に

なると思われる。かつまた、木造が多い低層高密度市街地では、周囲に与える被害

も多いと思われ「非宅地」のケースが多い事が予想される。

(2) r半焼」の場合

半焼の場合は、 「増築j、 「大規模の修繕Jがその定義上、可能性が高い。しか

し、 「全焼」の場合と同様に「新築j及び、 「改築Jの可能性がある。また、確認

申請を必要とはしない小規模な「修繕」が考えられる。更に「非宅地」のケースが

考えられる。

これらの中では、半焼とはいえ、消防活動上の水害の為、 「増築j、 「大規模の

修繕Jにあっては、そのケースが少なく、むしろ、 「新築」にするケースの方が多

い事が予想される。また「改築Jにあっても「全焼」の場合と同様に少ないと考え

られる。そして、焼損の程度が小さい場合は、確認申請非提出による 「修繕」で済

ますケースが多い事が予想される。また全焼より割合は少ないと予想、されるが、「非

宅地」のケースも存在すると考えられる。

(3) I部分焼の場合J

可能性のあるケースとしては、確認申請提出による「新築」、 「増築J、「改築J

があり、線認申請非提出による同様のケース及び、 「修繕」、 「非宅地Jのケース

が考えられる。

「新築Jの場合、これを機会に建て直すという意味で可能性はあるが、実際はそ

の割合は少ないと予想される。 r増築」、 「改築」及び「非宅地Jのケースにあっ

ては、もちろん可能性はあるがやはり少ないと予想され、現実的には硲認巾UiJlo提

出による「修繕jのケースが多いと予想される。

(4)そのイ也

小規模な住宅が多い、低層高密度市街地では、焼損程度にかかわらず、 「増築J、
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「改築j、 「大規模の修繕Jは、確認申請手続きの面倒さも加わり 、これらのケー

スは、かなり少ないと予想される。

(5)想定されるケース

以上により、建築基準法に照らした各焼損程度に対応した火災後のケースの可能

性を見ると以下の表の様になる。 (表2-4-7) 

表2-4-7想定されるケース

全焼 半 焼 部分続

wl 新 築 。 。 。
ヲ巴a刃o 

申 増 築 。 。
3青
縫 改 築 。 。 。
出

大規模の修繕 。
新 築 。 。 。

縫 t首 築 。 。
韮.刃O 

申 改 築 。 。 。
3古
jド 大規模の修繕 。
提
出 修 総 。 。

非宅地 。 。 。
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2)更新の実態

以下更新の実態について荒川消防著管内、向島消防署管内について見る。

この項においては、想定されるケースの中で、 「新築J、 「増築j、 「改築jをま

とめて「建築」とし、その分類については次項の 3)工事の種別の項で明かにするこ

ととした。またケースの判断で問題となるのは、確認申読を提出していない場合のケ

ースで、その場合の「建築J、 「大規模の修繕j、 「修繕Jの判断は現地調査による

目視によった。

(1)荒川消防岩管内の実態

焼損の程度別状況は以下の通り。(データは火災線数) (表2-4-8) 

①「全焼jの場合

不明を除く 4年間の全焼枚数は16棟であった。状況は、確認申請提出による「建

築」と非提出による「非宅地」に分かれた。第 l次調査でのそれぞれの割合は、

「建築Jが4棟で、 「非宅地Jが11棟であった。しかしこの「非宅地」の中の l

械は一度「建築されたものが再度火災となり、 「非宅地Jとなったものであった。

従って一度「建築」されたものとして数えると 5線となり、それぞれ「建築Jは

5棟 (31.25%)で「非宅地」の割合が多く、 11棟 (68.75%) であった。 2 次司，~1

査では「非宅地」の l棟が「建築Jとなった。尚、 「非宅地jでl件空地であっ

たものが月極駐車場となった。(図2-4-2) 

②「半焼Jの場合

4年間の半焼棟数は21棟であった。状況は、確認申請提出による「建築」と非提

出による「修t書J、及び「非宅地Jのケースに分かれた。 l次調査でのそれぞれ

の割合は「建築Jが9椋 (42.4%)、 「修終Jが9棟 (42.9%)、そして「非宅地J

のケースは少なく 3棟(14.2%)であった。 2次調査では「非宅地jはl次澗査と

同じ結果であった。(図2-4-3) 

@¥部分焼Jの場合

4年間の部分娩棟数は23椋であった。状況は、確認申請提出による「建築」と、

非提出による「修終」及び、 「非宅地jのケースに分かれた。 l次調査でのそれ

ぞれの割合は、 「修終jがほとんどで、 21棟(91.4%)あり「建築」及び「非宅地」

にあってはそれぞれ l棟(4.3%)であった。 2次部IIIJ3!tでは「非宅地jは1次澗査と

同じ結果であった。(図2-4-4) 

(2)向島消防2音色・内の実態

火災の程度別状況は以下の通り。(データは火災件数) (表2-4・9) 
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①「全焼Jの場合

不明を除く 3年間の全焼火災件数は10件であった。状況は、確認申請提出による

「建築J、そして非提出による「非宅地J及び「その他」のケースに分かれた。

「その他jの状況は、焼け跡のままという状況であった。 1.次調査でのそれぞれ

の割合を見ると、ほほ「建築Jと「非宅地」のケースに分かれた形で、 「建築j

は5件 (50.0%) で「非宅地Jは4件(40.0%)であり、それぞれ「その他」は

l件(10.0%)であった。 2次調査では「非宅地」及び「その他jはl次調査と同

じ結果であった。(図2-4-2) 

②「半焼jの場合

3年間の半焼火災件数は13件であった。状況は確認申請提出による「建築Jのケ

ース及び非提出による「修繕Jのケースに分かれた。 1次調査でのそれぞれの割

合を見ると「建築」の割合が多く半数を越え 7件で、 「非宅地」として広場が l

件、 「修繕jが5件であったがこの「非宅地」は一度「建築jされたものが撤去

され広場となったものであった。従って一度「建築Jされたものとして考えると、

「建築」は 8件 (61.5%)であり、 「修繕Jが 5件 (38.5%)であった。 2次調査で

は「非宅地」は l次調査と同じ結果であった。(図2-4-3) 

③「部分焼Jの場合

3年間の部分焼火災件数は 9件ーであった。状況は確認申請提出による「建築」の

ケース、非提出による「修繕」及び「非宅地Jのケースに分かれた。 l次調査で

の割合を見ると、ほとんどが「建築」のケースで 7件(77.8%)で、 「建築」、「非

宅地jにあっては、それぞれ l件(11.1%)であった。 2次調査では ¥?I，宅地」は

l次調査と同じ結果であった。(図2-4-4) 

(3)小結

荒川消防署管内及び向島消防署管内の結果より以下の事が言える。

①「全焼jの場合

確認申請提出による「建築jのケースと、 EE地・駐車場としての「非宅地Jのケ

ースに分かれる。中でも ¥?I，宅地jの割合が多い。確認rt前提出による「建築J

のケースは無く、いわゆる、違反建築行為は無い。

「非宅地」が多いのは、周囲に及ぼす被害も大きく、火元居住者にあっては、そ

の土地に住めなくなり、他に移転する状況、また、建築の為のi時Irリ待ち、という

状況が考えられる。違反建築が無いのは、火災という事態が他にも迷惑を及ぼす

為、こそこそと周囲の目を隠れて「建築」することをやりにくいという心情的な

要素も大きいと思われる。
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第2次調査
マ②「半焼Jの場合

確認申請提出による「建築」のケース、確認申請非提出による「修繕」及び、「非

宅地jのケースに分かれる。 I建築J、 「修繕jの割合が多く 、 「非宅地」の割

合は少なくなる。確認申請提出による「大規模の修繕」は無く、また確認可ヨ務非

提出による違反建築行為は無い。

半焼の場合、確認申請非提出による「修繕jで済ますケースが多いのは、確認申

請提出による「建築j及び「大規模の修繕Jが、申請手続きを経るという為の煩

わしさ、及び、設計料のコストダウン等が考えられる。

③「部分焼jの場合

確認申請提出による「建築Jのケース、確認申請非提出による「修繕J及び、 I~I， 

宅地jのケースに分かれる。これらのケースの中で、ほとんどが「修絡Jのケー

スとなる。確認申請提出による「建築」のケース、及び「非宅地」のケースは、

きわめて少ない。また確認申請非提出による違反建築行為は無い。

部分焼の場合、その焼損の程度の性格上、ほとんどが「修繕jで済ます。また、

「非宅地Jが少ないのは、周囲に及ぼす被害も少なく 、心情的にその地に留まる

ことが出来なくなる、というケースもきわめて少ないからと思われる。

④その他

1次調査で 「非宅地」であったものはζ2次調査でもほぼ「非宅地」であった。

火災後ある一定期間をおいて 「建築jをせず 「非宅地」であるも のは、その後も

しばらく 「非宅地」であり続けるこ とが観察さ れた。
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3 )工事の種別

火災にあい、線認申請を提出して建築行為等を行う場合、現実的には どの様な工事

の種別として申請しているのか、各焼損程度別に、確認申請提出の際の工事の種別に

ついて笑態を把握する。

(1)荒川|消防署管内

焼損の程度別による工事の種別は以下の通り。

①「全焼」の場合

確認申請提出は 5件であったが全て「新築工事」であった。

②「半焼」の場合

確認申請提出は 9件であったが全て「新築工事」であった。

①「部分焼」の場合

確認申請提出は l件であったが、

(2)向島消防署管内

火災の程度別による工事の種別は以下の通り。

① 「全焼jの場合

確認申請提出件数5件のうち「新築工事」が3件、 「増築工事」が l件、 「改築

工事jが I件であった。その中で、 「増築工事Jにあっては、敷地が非接道敷地

の為、接道隣家に" 2戸長屋"25)とじて「増築工事Jとしての巾請であった。

また「改築工事」にあっては、建物の用途が工場で、その地が第 I種特別工業地

区に指定されている為に建築行為が制限され、 26) ["新築行為」を行うことがで

きず、 「改築工事」として申請せざるを得なかったという事情であった。

②「半焼Jの場合

確認申請提出件数8件のうち「新築工事」が6件で、 「増築工事」が2件であっ

た。しかし「増築工事Jの中の l件は集団規定による「増築工事j としての申初

であり、単体規定でみた場合「新築工事jであった。

① 「部分焼Jの場合

確認申請提出件数は l件のみで、

(3)小結

荒川消防署管内、向島消防2雷管内の結果より以下の事が言える。

①確認申請を提出する場合、ほとんどが「新築工事Jである。

「半焼」、 「音11分焼」にあっては、 「増築工事」、 「改築工事jの可能性もある

が、 「新築工事jに踏み切る理由としては、第 lに、焼損程度以外に消防隊の作

業による水害等による建物に対する被害が大きいことがあげられる。第 2に「増

137 2-4通-m・火災第2:!lt低層高密度市街地の笑態

表2-4-8.荒川消防署管内 更新「の実態(l次調査)

(数値は棟数、()内は割合併))

136 

(表2-4-10)全焼 半焼 部分続

確認申請提出 5(31.3) 9( 42.9) 
建築 本5(31.3) 9(42.9) 1 ( 4.3 

確認申請非提出 11(68.8) 12 (57.1 ) 22(95.7) 

修非宅繕地
O( 0) 9 (42.9) 21 (91.4) 
11 (68 .8) 3(14.2) 1 ( 4.3) 

その他 O( 0) O( 0) 

計 16(100) 21(100) 23(100) 

不 明 3 。 。
メ日弘、 計 19 21 23 

「新築工事Jであった。
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表2-4-9.向島消防署管内 更新の実態(1次調査)

(数値は件数、()内は割合併))

全焼 半焼 部分iJ!

確認申請提出 5( 50.0) 8(61.5) 1( 11.1) 
建 築 5(50.0) *8(61.5) 1 (11. 1) 

確認申請非徒出 5(50.0) 5 (38.5) 8(88.9 ) 
修繕 0) 5(38.5) 7(77.8) 1 

非宅地 4(40.0) 0) 1(11.1) 
その他 1(10.0) 0) O( 0) 

計 10(100) 13(100) 9(100) 
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「新築工事Jであった。
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築」、 「改築Jをやるよりは新しく建替えをしようといった考えによることが上

げられる。第3には、火元居住者がその地を離れる事により、新たな居住者が建

て直すことが上げられる。

②確認申請提出による「大規模の修繕Jはない。

いわゆる建築行為ではなくして済ませようとする場合にあっては、硲認申請提出

による「大規模の修繕Jは無い。建築行為以外は、確認申請:'11，提出による「修繕」

で済ますと考えられる。その理由としては第 lには焼損程度が大きい場合は、こ

の機会に建替えをしようということで「新築工事Jになると考えられる。第2に

は、確認申請を提出する際の手続きの面倒き、設計料に対するコストダウン等も

孝慮し、確認申請非提出による単なる「修繕」で済ますからと考えられる。

①確認申請提出による「増築工事Jはきわめて少ない。

「増築工事」にあっては、半焼の場合見られたが、両管内を合わせて 1件だけで

あった。全焼の場合に l件見られたが、敷地が非接道敷地の為、 「新築工事j及

び「改築工司りができずに、接道隣家に対しての「増築工事jという建替えの為

の適法手段としてやむなくとられた手段であった。

@確認申請提出による「改築工事」はきわめて少ない。

「改築工事jにあっては、荒川消防署管内、向島消防器管内を合わせて l件だけ

であった。しかもその l件は、その敷地内にかかわる法的条件下で建築する為の

手段として「改築工事Jとせざるを得なかった為に選ばれた方法であった。現笑

的にお金を投資して工事を行う場合、規模等において従前と同じ者を建てるケー

スは少ないと考えられる。

表2-4-10.荒川消防署管内工事の種類及び割合(%)

表2-4-11.向島消防署管内工事の『重要H及び割合(%)

めのI曽築工事申請であった.
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4 )確認申請提出までの結問

火災後建築行為を行おうとするときそれまでの期間について調べてみる。火災発生

の日より、確認申請を提出するまでの期間について、焼損の程度、及び、火元の居住

者が建築する場合と、火元居住者が移転した後で、他の人が移転してきてその地に建

築する場合とに分けて、その実態を見る。(図2-4・5) 

(1)荒川消防署管内の場合

①火元居住者の場合、その期間は平均して 3カ月と 4日であったが、他の人の場合、

平均して 8カ月と 18日であった。

②火元居住者における焼損の程度の差を見ると程度が軽いほど期間がやや長めとな

っている。

(2)向烏消防署管内の場合

①火元居住者の場合、そのWJ問は平均して 2カ月と24日であったが、他の人の場合、

平均して15カ月と 11日であった。

②火元居住者における焼損の程度による差を見ると「全焼」の場合に比べ「半焼J

の方がやや長期間となっている。

(3)小結

荒川消防署管内と向島消防署管内の結果より以下の事が言える。

①火元居住者が同じ土拾に建築する場合、他の人が移転してきて建築する場合に比

ベて、確認申請を提出する までの期間は、はるかに短い。

②火元居住者の場合、火災発生日より確認申請提出までのWJ問は、 3カ月程度が飢

察された。(最短のケースは 14日間であった。)

①他の人の場合、その期間には開きが大きい。敷地にかかる法的条件等、様々な要

素が考えられる。

@火元居住者における焼損の程度による期間の差を見ると「全焼Jの場合に比較し

て他の場合、やや長期間となっていることが観察された。 i全焼Jの場合は建替

える以外方法はないが、他の場合、確認申請非提出による「修繕j等のケースが

あり、 一応住めるため今後の対策について考える )~J r:u があること、あるいは多少

「修繕Jしてしばら く使い、後で建替えを行う場合等が考えられ、 「全焼jに比

べてやや長期間になるのではないかと考えられる。
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荒川|消防器管内

全力:i I・・ ・0 ・
半焼|明 . 。 • αョ.。

自M争力:i • 
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(・:火元、 0 他人)

図2・4-5.確認申請提出までの期間
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5) 2) . 3)のまとめ

2 )の更新の笑態及び3)の工事の種別を合わせて焼損の程度別にまとめると以下の

様になる。

(1) I全焼」の場合、確認申請提出による「新築工事」のケースと「非宅地jのケー

スに分かれる。

(2) I半焼」の場合、ほほ、確認申請提出による「新築工事」のケースと非提出によ

る「修繕J及び、 「非宅地jのケースに分かれる。

(3) I半焼J以上に確認申請提出による「建築工事」及び「非宅地jのケースが生じ

「部分il'tJではほとんどが確認申請非提出の「修繕Jのケースである。

(4)確認申請提出による「増築工事Jはきわめて少ない。 I全焼jにあっては、非接

道敷地による接選隣家に「増築」する手段として見られる。

(5)確認申請提出による「改築工事」はほとんど無いと考えられる。敷地にかかる法

的条件の為に建て直す手段としてとられることが見られる。

(6)確認申請提出による「大規模の修繕」は無い。

(7)確認申請非提出で以後も建物を使用する場合、単なる「修繕Jで済ます。

(8)工事の種別で見た場合、確認申請非提出による違反建築行為は行われない。

これは事態が公けになっただけに、違反建築を正面から行いにくいと考えられる。
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2-4-4近隣への影響の実態

高密度で、木造住宅及び木賃アパートが多い市街地にあっては、火災が発生した場

合、近隣に及ぼす被害は大きいと予想される。単独に発生した火災が延焼火災になる

可能性としては、火災の程度の大きい「全焼火災J、 「半焼火災jが、その可能性は

大きい。逆に「ぼや火災」では、近隣にあまり大きな被害は与えないと考えられる。

この項では、発生した火災件数について、 「火災の程度j別に周囲に与えた影響の

笑態を見る。データの都合上、荒川消防署管内にあっては、火災件数に対するり災枚

数、向島消防器管内にあっては、火災件数に対するり災世帯によりその笑態を見る。

1 )荒川消防岩管内

それぞれの火災の程度における l件の火災に対する平均り災棟数を見る。["全焼火

災」では、平均り災線数は7.0棟、 「半焼火災」では、 2.9棟、 「音11分焼火災Jでは、

1.11線、 「ぼや火災jでは、l.01椋であった。

「音11分娩火災J、 「ぼや火災jではり災棟数が少なく、ほとんど火元建物のみの被

害で、隣家に及ぼす被害は少ない。["半焼火災J以上より、隣家に被害を及ぼしてい

るという結果であった。(表2-4-12)

2 )向島消防若管内

それぞれの火災の程度における l件の火災に対する平均り災世帯数を見る。["全焼

火災」では平均り災世帯数は 6.8世帯、 「半焼火災Jでは 4.9世帝、 「部分焼火災」

では4.6世帯、 「ぼや火災」では1.7世帯であった。

「部分焼火災」以上で、り災世帯数が増加しており、また「部分娩火災J以上より

複数の世帯に被筈を及ぼしているという結果であった。(表2-4-13) 

3 )まとめ

岡管内でデータの単位は異なるが、り災世帯数では、木質アパートの影響により、

火災の程度が小さいにもかかわらず、複数の世帯が依害にあい、平均値が高くなって

いると考えられる。

従って、火災による近隣への影響の被害としては、概ね、建物としては、 「半焼火

災J以上の場合、隣家へ被害を及ぼし、 「音11分焼火災J以下では、隣家への被害が少

なく、火元建物の被害のみに終わり、世帯としては、 「音11分娩火災j以上で、複数の

世帯に被害を及ぼす。
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表2-4-12.荒川消防老管内 近隣への影響の実態

火災件数 り災株数 平均(練/件)

全焼 14 98 7.0 

半焼 19 56 2.9 

部分娩 17 19 1 . 11 

ぽや 143 145 1.01 

合計 193 318 1.6 

表2-4-13.向島消防署管内 近隣への影響の実態

火災件数 り災世裕 平均(世帯/件)

全焼 13 88 6.8 

半 m 13 64 4.9 

部分焼 9 41 4.6 

ぽや 133 222 1.7 

合計 168 415 2.5 
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2-4-5火元居住者の実態

木造住宅が多く、高密度という地区の特性上、火災を発生させた火元住民にあって

は、周囲に住む住民に対しての心情的問題がある。現実的に前項で見たように、 「火

災の程度Jが大きくなるに従い、隣家に対する被害が大きいことが確認された。火災

は、火元居住者にどの様な影響を与えるであろうか。心情的な而として、場合によっ

ては、その地に引続き留まりその地に住むことができず、その地を離れるケースも多

いと予想される。

この項にあっては、火災が起こしたコミュニティの問題を、火元居住者の実態とし

て、火元居住者が火災後、その地に引続き留まったか、あるいは他の地へ移転したか

について、それぞれ「火災の程度」別にその実態を把握する。

火元居住者が「建築Jあるいは、単なる「修繕Jにより引続きその地に留まったも

のを「居住者が不変」とし、火元居住者ではなく、他の人が、確認申請を提出し「建

築Jしたもの、及び空地・駐車場として「非宅地」となったものを「居住者が変化」

とした。また、共同住宅火災にあっては、データの都合で火元居住者が確認できず、

除いた。

「ぼや火災Jにあっては前項でも見たように近隣への被害が少なく、また共同住宅

を除いたことにより、り災世帯数も少なくなり単体建築としては、隣家への影響が少

ないと予想され、そのために他へ移転することがほとんど無いと考えられ郡査より除

いた。調査は確認申請、住宅地図、現地調査により確認した。尚、現地調査は l次訓

査のみとした。

1 )荒川消防器管内の場合

焼損程度の大きい}I¥iiに、火元居住者の変化が大きく「全焼jにあっては、 80%以上

の者が変化している。逆に「部分焼」にあっては、変化したのは l件のみで「非宅地」

であった。(表2-4-14) 

2 )向島消防器包:内の場合

ほほ荒川消防器包ー内と同様の結果であった。["全焼Jにあっては、 60%以上の火元

居住者が変化している。["部分焼Jにあっては変化したのは 1件で、 ["~I'宅地」であ

った。(表2-4-15) 
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3 )小結

両管内でそれぞれ割合は異なるが、以下のような結果となった。

(1) ["全焼Jの場合、 変化するケースの割合が多くみられた。両管内共 50%以上の火

元居住者が変化している。

(2) ["半焼」の場合、その地に留まるケースの割合が多く観察された。両管内共50%

以上の火元居住者がその地に留まっている。

(3) ["部分焼Jの場合、火元居住者はほとんど変化せず、その地に留まる。

(4)土地、家屋の権利関係の問題もあると思うが、火元居住者は焼損程度が大きくな

る程、移転するケースが多くなることが観察された。前項でみたが、 「全焼J、「半

焼Jのように焼損程度が大きい程周囲にかける迷惑も大きくなり、心情的にその他

に留まることができなくなるからと思われる。
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表2-4-14.荒川消防者管内 火元居住者の実態(1次調査)

(数値は棟数、 ()内は割合(%))

全焼 半m 部分焼

10(58.8) 18(94.7) 
建 築 3(18.8) 3(17.6) 1 ( 5.3) I 
修繕 O( 0) 7 (41 .2) 17(89.4) 

居住者が変化 13(81.3) 7(41.2) 1 ( 5.3) I 
建築 2(12.5) 4(23.5) 0) 
非宅地 11 (68.8) 3(17.7) 1 ( 5.3) 

計 16( 100) 17( 100) 19(100) 

共同住宅 。 4 4 
不 明 3 。 。
メロ弘、 計 19 21 23 

表2-4-15.向島消防箸管内 火元居住者の実態(1次調査)

(数値は棟数、()内怯割合同))

全焼 半焼 部分iJ!

居住者が不変 4(40.0) 9 (81.8) 5(83.3) 
建築 4(40.0) 6(54.5) 1(16.7) I 
修繕 0) 3(27.3) 4( 66.6) I 

居住者ーが変化 6( 81.3) 2(18.2) 1 (16.7 ) 
建 築 1 ( 12 . 5) 1 ( 9.1) O( 
非宅地 4 ( 68 .8) 1 ( 16.7 ) 

修繕空室 。( 1 ( 9.1) O( 
そのまま 1 (10.0) O( O( 

計 10( 100) 11(100) 6(100 ) 

共同住宅 。 2 3 
不 明 3 。 。
合 計 13 13 9 
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2-4-6非接道宅地の更新

非接道宅地の更新にあっては単体火災と延焼火災のケースに分けられる。単体火災

にあっては確認申請が提出できずに「非宅地jとなるケース、また違反建築として確

認申請非提出による「新築」のケース、及び 12戸長屋」として申請のケース等が想

定される。延焼火災では「共同住宅Jによる建築も想定される。しかし現実的にはど

うか、その実態をみる。

非接道宅地の火災は、荒川消防署管内では l件あり、 「全焼Jで空地となった。向

島消防署管内では 2件あり、 l件は「全焼Jの単体火災で、他は火災が広がり延焼火

災となり 10棟が「全焼Jになったケースであった。

1 )単体火災のケース

(1)火災の状況

公道の42条 2項道路より 3件目の奥にある住宅Cが「全焼」となった。 Aは接道

上問題がなく、 Bは路地状敷地として接道していた。 Cは非接道で、路地状敷堆延

長も不可能な状況にあった。

(2)確認申請の提出状況

「全焼JにあったCは、 Bと敷地をーっとし、 Bを既存建築物として、 「増築J、

用途は、 12戸長屋Jとして確認申請を提出、許可される。(増築部分C') 

(3)現状

現地調査の結果「増築」により申請したはずの 12戸長屋」は分縦され、 C' は

C"として独立住宅として建築されたのが観察された。(図2-4-6) 

2 )延焼火災のケース

(1)火災の状況

非接道宅地である Bが火災となり「全焼Jとなった。折りからの北風により周辺

を含め、 10棟が「全焼」となった。接道状況をみると、 Aは北側にあるの条 2項道

路に接道しており、 B、Cは非接道であった。DはAと同じ42条 2lJi道路に路地状

に接道しており、 Eは非核道であった。 F、Gは公道に抜道していた。 Hは公道に

路地状に接道し、 I 、 j は ~ I，抜道であった 。

(2)確認申請の提出状況

①B、Jのケース (他へ移転)

火元B、及びJは他へ移転し た。 Bは火元としての心情的問題と思われ、また J
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は非接道宅地であり、 D、E及びH、 Iが路地状敷地のため共同化できず27)、

建替えの方法としては 12戸長屋」の手段しかなかった。しかし r2戸長屋j と

してはD.E、H. 1の方法があるが、 Jは組み合わせができず、従って jは法

的に建築できなかったことが上げられる。

②F、Gのケース

公道に面したF、Gは接道上問題がなかったが、駐車場となった。周辺住民の話

によると、金銭的な理由によるということであった。

①A'C、D.Eのケース(12戸長屋J) 
Bが転居したことにより、借地権はA、Cに分かれ、 CはAとの話し合いにより

12戸長屋J(A' . C' )として申請。 EはDとの話し合いにより、 12戸長

屋J(D' . E' )として申請。共に新築工事であり、両ケース共設計事務所は

同じであった。共に耐火建築物であり、墨田区の面的不燃促進地域にあり、助成

金を申請している。

@H、Iのケース(新築+増築)

Hは単独で専用住宅として申請。 1カ月後 IはHと敷地をーっとし、 Hへの増築

として、 12戸長屋Jとして申請。共に木造2階建の申請であった。 (H、 Iの

世帯主は兄弟関係にあった)

(3)現状

現地調査の結果、 A' . C' 及びD' . E'のケースは申請通り建築されていた。

C' 、E'の住民に開くときちんとしたものを建てたいと思っていたという。また

日頃の付き合いで隣人も地主も協力してくれたとのことであった。 (A'、D' と

C' 、E'の地主はそれぞれ同じ)しかし H' . l'のケースは分離され、それぞ

れ単体建築として建設された。 (H' 、 1，， ) (図2-4-2) 

3) 12戸長屋Jの平面図

建築基準法では長屋に関する規定は明確にされていない。墨田区では最低 111¥](1.8

m)は接合させるように指導しているという。 A' . C'の平面図をみると、接合百11

は何 1問の物置となっており、区役所の指導の段低|恨の接合を行っている。この方法

によりそれぞれ独立住宅的な感覚を得ることができ、開口告11も4而取れ通風、換気等

居住性も良くなる。尚平面図では通路も2mなく、また入り口の向きも問題となるが、

耐火建築物で周辺状況を踏まえ、ただし舎きにより fi~:可された。 28) (図2-4-7) 
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4 )小結

(1)非接道宅地の場合、 「非宅地Jとなるかあるいは建替えをする場合は、単体火災

及び延焼火災にあっても、 12戸長屋」という方法により確認申請を提出している

ことが観察された。特に狭い路地状敷地にあっては、法的にそれ以外に方法が見い

だせないことによる。

(2)延焼火災にあっては、 「共同住宅」の可能性が高いと考えられるが、「共同住宅」

は観察されなかった。

(3) 12戸長屋Jが好まれるのは、指導ギリギリの建て方をして、独立住宅としての

感覚を得られること、開口部分が余分に取れ、居住性を上げることができ、また地

権者にとっても壁で権利を区分しやすいこと、申請の通り抜けのための適法手段と

して利用しやすいこと等によるものと思われる。

(4) 12戸長屋」が現実的に建築されたケースについては地権者の意識の問題、設言十

事務所の姿勢、また助成金の問題等、様々な条件が重なり現実的に建設されたが、

最も重要なことは違反lましたくないという住民の意識の問題が大きいと思われる。

延焼火災で世帝主が兄弟向志であったH、Iのケースでさえ単体として建築した

ように、通常の単体火災では申請のための適法手段として 12戸長屋」として巾請

し、実際は単体として建築する例が多いと思われる。
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2-4-7小結

本項の目的は通常火災の実態調査に基づいて、実証的な観点から問題点と課題を上

げることである。この節で得られた結論は以下の辺り。

1 )道路問題からみて

消防活動が十分に行われるように4m未満の狭あい道路の拡幅。

2 )更新の実態からみて

「部分焼」ではほとんどが確認申請非提出による修繕ですませ、 「半焼」以上で確

認申請提出による建築行為の割合が多くみられ、またその時の工事の種別はほとんど

が「新築」である。従ってその後の建築行為に負担が少ない「部分焼」以下に抑える

ことが課題となる。

3 )近隣の影響の実隊からみて

「部分焼jまでが火元建物の被害といえ、それ以上になると隣家への影響が大きく

なる。従って延焼火災を防ぐために「部分焼J以下に抑えることが課題となる。

4)火元居住者の実態からみて

「半焼J以上になると火元居住者の移転の割合が増え、 「部分焼」ではほとんど移

転しない。火元居住者の心情的問題、コミュニテイの問題として、今まで通りそこに

住むことができる「部分焼j以下に抑えることが謀題となる。

5 )非接道宅地の更新からみて

確認申請手続きを適法手段として利用している笑態、また長屋の規定がないため長

屋とは言えないような長屋の出現がみられた。装宅地対策として対策が必要となる。

以上を整理すると、

①消防活動が十分に行われるような道路の拡阿

②焼損程度を「音11分焼」以下に抑えるための研究

③装宅地対策

が今後の課題となる。
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2 -5.駐車問題

歩行者中心の街づくりを行う上で重要な問題として自動車の問題がある。住宅地に

おける自動車は、交通事故問題から交通処理問題、そして環境としての快適性まで様々

な問題をもたらしている。歩草分離から始まった自動車問題も、最近は歩車共存等に

みられる ように改善策も変化しているが、住宅地ではいわゆる歩行者優先の街づくり

が課題となる。安全で住みよい街づくりとして、歩行者と自動車の問題は常に主要な

テーマとして位置付けられている。近年いわゆる「自動車の保管場所の確保等に関す

る法律jの改正というように、自動車の保管場所及び路上駐車が話題となる昨今、 狭

あい道路の多い低層高密度市街地にあっても、自動車問題は大きなウ ェートを占めて

いると考えられる。

交通問題に関する調査研究も盛んである。例えば自動車の保管についての研究とし

ては、芦沢(1979)1)(1981)2) (1982)3)の一連の研究、及び金ら(1984)4)の利用構造と関

連づけた研究がある。居住地における駐車問題としては、松本(1981)5)による住宅団

地を対象とした研究、路上駐車に関するものとして塚口(1986)6)、 路上保管に関する

ものとして窪田ら(1987)7)の研究がある。駐車場に関する研究として鄭ら(1987)8)の

附置義務基準と駐車対策に関する研究、また都市における駐車場の位置と規模に着目

した吉田(1988)9)の研究がある。

以上みたように駐車問題に関しては、ニュータウンのような計画的市街地、あるい

は区画整理の行われている市街地にあっては、調査及び研究が行われているものの、

低層高密度市街地にあっては未だ十分な調査、研究が成されていないのが現状である。

従ってここでは、狭あい道路の多い低層高密度市街地で、自動車問題が現実的にど

のような形で現れているのか、まず実態を把握することを目的とし、問題点の抽出と

整備課題を上げることとする。実態を把握する ために、まず対象地を選定し道路阿貝

別の路上駐車及び路上保管の笑態調査を行う。次に同地区の月極駐車場について現地

調査を行い、利用状況の把握を行う。更にアンケート調査により、自動車の保有率、

駐車場所、月極駐車場に対する意見及び道路幅員別による、住民の路上駐車に対する

意見等を求め問題点を把握する。以上のような方法により、低層高密度市街地におけ

る自動車問題の現状を把握し、問題点と課題を整理する。
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2-5-1 調査の方法と対象地

1 )調査の内容

研究の対象とする地域は狭あい道路の多い地域である。従って路上駐車の実態を把

握するとしても、他の計画的市街地あるいは区画整理の行われている市街地で行われ

ているような、広幅員道路のみを調べるといった線的な調査判や、公道のみを調べる

といった道路の種別分けをした調査H では実態をとらえることはできない。低層高密

度市街地としてミクロな視点からの調査が必要とされる。従ってここでは対象地を選

定し、その中の道路に関しては道路の種類や幅員にかかわらず、全てを対象とした面

的な調査を行う。

対象地の条件ーとしては幅員6m程度またはそれ以上の道路に固まれた地区とする。・3

調査の内容は以下の通り。

(1)路上保管、路上駐車の実態調査

(2)月筏駐車場の収容台数、利用状況の実態調査

(3)空地・公園の実態

(4)車の保有率、駐車場所の実状

(5)住民の意見等

(1)路上保管、路上駐車の実態調査

本項における路上保管及び路上駐車は「自動車の保管場所の確保等に関する法律J
10)及び「道路交通法J11)による。それぞれ関連するところをみると、

「自動車の保管場所の確保等に関する法律」

(保管場所としての道路の使用の禁止等)

第五条①何人も道路上の場所を自動車の保管場所として使用してはな

らない。

②何人も次の各号に掲げる行為は、してはならない。

l 自動車が道路上の同ーの場所に引き続き 12時間以上駐車する

こととなるような行為

2 自動車が夜間(日没時までの時間をいう。)に道路上の同一

の場所に引き続き 81時間以上駐車することとなるような行為

.，重喜考文献6参照

"参考文献7参照

"対象地の条件に関して詳細は後述

「道路交通法J

(定義)
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第二条①駐車、車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他

の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停

止で五分をこえない時間内のもの及び人の乗降のための停止を

除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の迷転をす

る者(以下「運転者」という 。)がその車両等を;!l!tれて直ちに

運転することができない状態にあることをいう。

従って夜間にあっては 8時間以上、昼間にあっては 12時間以上継続して路上に駐

車しているものを路上保管とし、かつまた路上駐車にあっては調査を行った時点で

路上に止めであった車を路上駐車とした。

また路上駐車にあっては、特に 2時間以上駐車しである車両を長時間駐車とし、

長時間駐車の実態を把握する。

対象とする道路は、選定された対象地の外周道路を含む地区内の全ての道路を対

象とし、地区内の道路事情を踏まえた地区として面的な路上保管、路上駐車の笑態

を把握する。

4m未満の狭あい道路が多いという現状を考えると、路上保管、路上駐車とも開

員の広い道路に多く発生することが想定される。従ってその実態を明らかにするた

めに、道路幅員別の実態を把握する。

また「袋路状道路J、「通り抜け道路ではあるが車では通り抜けはできない道路」、

「通り抜け道路」という 道路の形状により状況も変化すると思われる。従って道路

の形状別笑態も把握する。

(2)月極駐車場の収容台数、利用状況の実態調査

対象地域の月極駐車場について、地域の収容台数及び利用状況を把握する。 尚

月極駐車場については、建築のため更地にしてあり、着工までの期間一時的に駐車

場として利用しているものは除くこととする。調査のときの開き込みによれば、ほ

んの短期間空地ができただけでも駐車場として利用したいという人が多いという。

かかる地域の駐車場の実状がうかがい知れるが、このような-JI寺的な利用について

は除き、長期間、月極駐車場としてその利用に供しているものを対象とし、収容可

能台数と利用状況として、契約台数を把握する。

(3)空地・公園の実態

駐車場としての利用可能地として対象地の民有空地、公共空地及び公園の面積を



158 第2t'，i低層高密度市街地の笑態

把握する。

(4)車の保有率、駐車場所の実状。

選定された地区内の車の保有率、また保管場所としての駐車場をどうしているか

(自宅、月極駐車場etc..)、 また月板駐車場を利用している場合の位置及び自宅か

ら月極駐 車場まで要する時間、更に月極駐車場に対する最大限の許容時間等の意

見を把握する。

(5)住民の意見等

道路幅貝別(狭くて通り抜けできない道路、すれ違いができる程度の道路、広く

てゆったりすれ違いができ人も通れる)による、駐車状況に対する住民の意見を把

握する。対象とする車は、地域内の人の車 と来訪者の車に分けた。駐車状況として

は、 「夜間の駐車も良い」 、 「長時間の駐車も良いJ、 「短時間なら良いj、 「荷

物の上げ下ろし ・人の昇降程度なら良い」 、 「駐車すべきでない」、に分けた。更

に路上の一部をパーキングメ ーター付で駐車場化することに対する意見を聞く。ま

た今後の車の保有状況について把握するため、車非保有者の購入予定を把握する。

2 )調査の方法

(1)路上保管、路上駐車の実態調査

対象地の全ての道路(公道、私道共)について夜22時より 、翌日の夜22時まで(但

し深夜 l時より早朝4時までの 間を除く)の時間を1時間毎に道路上 に止めである

車について記録した。記録にあっては、墨田区作成による道路台帳(S=1β00)に位

置を記入し、停めてある車の車種、ナンバーを記録した。

地区の道路は調査員でそれぞれ分担を決め調査 し、 路上保管の調査にあっては夜

の時点 l回のみを行い路上保管とするもの H 、また夜22時と早朝 5時の 2回の訓査

において、継続して駐車しているものを路上保管とするもの叫がある。 しかし近年

のライフスタイルの変化により、夜22時以降に事で帰宅するケースも多いと思われ、

ここでは夜22時より 24時まで深夜の動向を追い、翌日は早朝 5時より夜22時まで行

い、判断することとした。長時間駐車にあっては、調査l時点で 2回以上同一場所に

継続して停めてあった車を 2時間以上の長時間駐車とみなした。業務上、地区内を

移動する 111があ り、何回か調査時点で断続的に記録さ れるものの、場所を移動した

ものは、長時間駐車の対象外とした。道路間員は、4m未満の道路、4m以上6m未納

の道路、 6m以上8m未満の道路、8m以上の道路と分類を行った。道路幅員は、盛田

H 参考文献6参照

・2参考文献7参照
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区作成(昭和62年) によ る道路台帳(s=1/500)のデーターを利用し た。

道路の形状は、 墨田区の資料で形状を調べ、現地調査で確認を行った。袋路状道

路、通り抜け道路にあっては確認が容易であるが、通り抜け道路ではあるが車によ

る通り抜けができない道路については、道路の途中に住民が塀を作っているもの、

また住民が車止めを作っているもの、狭い道路で曲がった道路であり 車によりカー

プできないもの、 直線の通り抜け道路であるが途中か ら細 くなり車による通り 抜け

が不可能な道路が対象となった。

調査の実施は東向島 1丁目地区は平成 2年5月10-11日、 墨田3丁目地区、京島

3丁目地区にあっては同年 5月17-18日に実施した。

(2)月極駐車場の収容台数、利用状況の実態調査

地区内の全ての月極駐車場について訪問し、ヒアリ ングにより駐車場の収容可能

台数、契約台数について調査を行った。建物を解体し建て替えのため一時的に空地

となり、その期間ということで駐車場としての利用に供している所は除いた。また

所有者とコンタクトが取れないものにあっては、 周辺住民へのヒアリングによるこ

ととしTこ。

(3)空地 ・公闘の実態

空地 ・公園の実態にあっては、現地調査により位置と状況を確認し、 墨田区作成

による道路台帳(S=1/500) より 、地図上で面積を測定した。

(4)アンケー ト調査

車の保有率、保管場所、月極駐車場に対する満足感、月極駐車場までの最大限の

許容時間、 月極駐車場を利用 しない理由、車非保有者の事の購入予定、及び路上の

一部がパーキングメーター付駐車場として認めることに対する意見、路上駐車に対

する意見等の把握のためアンケー ト調査を行う 。吋

アンケートは選定された対象地区に対して行い、調査員が各家庭を訪問し配布、

約 1週間後に調査員が訪問し回収を行った。アンケートの配布は、大規筏な敷地を

持つ法人は除いた。アンケートの実施は平成元年11月より平成 2年 1月にかけて笑

施した。各地区におけるアンケートの配布数、回収数、有効回収数は以下の通り 。

回答者は、世帯主または代表の方(主婦の方等)に依頼した。 (表2-5-1) 

表2ートl厳送量ト配布・ l

東向島 1丁目地区

墨田 3丁目地区

京島3丁目地区

叫アンケートは巻末容考資科11参照
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3 )調査の対象地

低層高密度市街地として都内墨田区より、東向島 1丁目、墨田 3丁目、京烏 3丁目

の3地区より選定した。選定条件としては建物用途が片寄っていないこと、外周道路

が幅員6m程度以上の道路に固まれた地域であること、世帯数 400世帯程度、あるいは

面積が 4ha程度で地区の形が著しく不整形ではないこと、 3地区共地区の条件が同じ

でなく異なった要素が入っていることを条件に、以下の 3地区を選定した。

①東向島 1丁目地区

東向島 1丁目北部に位置する。外周道路としては、北側を幅員 20mの都道 461号

線、東側を地区商庖街である帽員9mの地蔵坂通り、南側を幅員 6mの公道に固まれ

た三角形状の地区である。地区の内部には都道 461号線とほぼ平行に 4-6m阿員道

路が走っている。地区の面積は外周道路中心で 3.4haである。当地区の特徴は、何

貝 20mの幹線道路を外周道路に持つことである。 また内部にも 6m幅員道路を持つ

ため、 4m未満の道路延長が 559mで道路延長合計の 34.2%と他 2地区に比べて少な

い地域である。

4m未満の道路にあって道路のタイプを、 (A)袋路状道路、 (B)通り抜け道路では

あるが草で通り抜けができない道路、 (C)車による通り抜けが可能な道路の 3タイ

プに分類すると、私道にあっては、 (A)、ー(B)タイプが多い。

交通規制を見ると、道路は全て駐車禁止であり地蔵坂通りにあっては、大型車両

通行禁止となっており、また時間規制も行う地域である。南側外周 6m道路は一方

通行道路である。地区内を都道に平行に走る 4-6m道路は一方通行道路であり、積

載3tPJ上の車は通行禁止でありまた1時間規制も行っている。 4m未満の南北に走る 2

本の公道は、車問1.5mの規制を行っている。建物密度は 60.8棟/haで、世帯数は387

世帯である。(表2-5-2， 図2-5・1，2)

②墨田 3丁目地区

墨田 3丁目南部に位置する。外周道路としては、東側を直線上の何員 5mの公道、

南側を7m幅員及び4m前後の師員を持つ公道、西側を服貝4m前後の公道、北側を 1111

がりくねった幅員 5mの公選に阻まれた長方形状の地区である。西似Ijは高梨の束武

線に接し、その東武線の下は駐車場として利用されている。地区の面積は外周道路

中心で 4.2haである。当地区の特徴は外周道路に広幅員道路が少ないことである。

幅員7m道路にあっても、延長が 64m(総延長の3.4%)であり、他は全て 6m未術の道

路であることである。 4m未満の道路が1，263mと道路延長合計の 65.7%を占める。

4m未満の道路にあっては、内部地域の道路は全て侃貝 4m未満の道路であるが、

2・5駐車問題 161 

東西に通る道路は内部の幹線道路的扱いとなっている。道路のタ イプを見ると直線

状の通り抜けの私道であるが住民が通行止めを工作し、事による通り抜けを不可能

にしているもの、また塀により車による通り抜けを不可能にしているものがあった。

交通規制を見ると道路は全て駐車禁止であり東側何貝 5mの公道は、 一方通行及

び大型車両通行禁止であり、南側幅員4m前後の公道は積載31以上禁止の重量制限を

行っている。西側4m前後の幅員を持つ公道は一方通行であり、 北側の阿貝5mの公

道は、車幅2mの車問規制を行っている。建物密度はグロスで 84.5練所aで、世帯

数は 479世帯である。(表2-5-2，図2-5-1，2) 

①京鳥 3丁目地区

京島 3丁目のほぼ中央部に位置し、南側は阿員 11mの公道により京鳥 2丁目に接

している。西側は阿貝4m前後の公道、北側は曲がりくねった 7-9m幅員を持つ公

道、東恨IJ4-5m問員の公道である商庖街(橘銀座)に阻まれた台形状の地区である。

地区の面積は外周道路中心で 4.5haである。当地区の特徴は前述の 2地区と異なり、

このような地域にあって外周道路の条件が広がらずかつまた狭からずという条件に

ある。かつまたここは建物密度が 127.1{来月laとかなり高密度な地区である。内部に

は4m未満の道路が張りめぐらされ、延長は1，638mと道路総延長の 63.7%である。

4m未満の道路にあっては他2地区と比較して、 (A)タイプの袋路状道路が多い。

交通規制を見ると、道路は全て駐車禁止であり東側の橘銀座は一方通行で時間規

制を行っている。西側外周道路も一部一方通行があり、内部に私道で一方通行規制

となっているものが2本ある。また車問規制として、 4m未満の公道に車問 2.0m規

制となっているものがある。建物密度はグロスで127.1椋/haで世帯数は 637世帯で

ある。(表2-5-2，図2-5-1，2) 

以上 3地区共一部近隣商業地域があるが、そのほとんどの部分が準工業地域で準防

火地域であり 、建ぺい率 60%、容積率2∞%の地区である。
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表2-5-2.対象地区データ

東向島1丁目地区データ

面積(外周道路中心) 3.4ha 

世帯数 387世帯

建物J車数(参考) 206棟

建物密度(参考) 60.8練/ha

道路延長合H 1 ，63 3m(lOO%) 

4m未満道路延長 559 m(34.2%) 

4-6m 11 269 m(l6.5%) 

6-8m 11 282 m(l7 .3%) 

8m以上 11 523 m(32.0%) 

盛田3丁目地区データ

面積(外周道路中心) 4.2ha 

世帯数 479世帯

建物線数(参考) 355t東

建物密度(参考) 84.5級Vha

道路延長合計 1 ， 9 2 3 m(100%) 

4m未満道路延長 1 ， 2 6 3 m(65. 7%) 

4-6m 11 596m(31.2%) 

6-8m 11 64 m( 3.4%) 

8m!;え上 ノノ

京五五3丁目l也区データ

面積(外周道路中心) 4.5ha 

世帯数 637世111

建物棟数(参考) 572t車

建物密度(参考) 127 . 1棟/ha

道路延長合計 2 ， 572 m(10(戎)

4m未満道路延長 1 ， 6 38m (63 .7%) 

4-6m 11 476 rn(18.5%) 

6-8m 11 32m( 1.2%) 

8mtl..上 11 426 m(16.6%) 
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図2-5-1.調査の対象地 図2-5-2.交通規制図
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2-5-2路上保管と路上駐車

ここでは路上保管、路上駐車の実態について道路幅員別、狭あい道路にあっては道

路タイプ別、更に夜間、昼間別の時間別状況をとらえ、また長時間駐車の実態をとら

える。

駐車台数にあっては地区内の台数を対象とし、外周道路に駐車している車について

は、道路中心より地区内側にあるものを対象とした。

1) 1日の動向

時間別の路上駐車の実態を見ると京鳥3丁目地区を除く、東向島 1丁目地区、盛田

3丁目地区にあっては、昼間(午前9時~午後17時)に路上駐車が増加している。深

夜から早朝(午後22時~午前 5時)にかけては22時以後も若干の出入りがあり、東向

島1丁目地区を除き若干の変動が見られたが、変動阿は少ない。東向島 1丁目地区で

は、深夜から早朝にかけて大幅な減少が見られるが、地蔵坂通りが深夜の道路工事の

ため工事用の車による駐車が多く、早朝 5時では工事が終了し工事用の車が帰り、そ

の分減少となった。京烏 3丁目地区にあっては、夕方より夜間にかけても変動隠はあ

るが、徐々に増加傾向が見られ特殊な地域となっている。(図2-5-3，4) .， 

①地区における駐車台数

各対象地区における単位時間当たり最大駐車台数、及び昼間、深夜から早朝にか

けての平均駐車台数について、単位面積(lha )当たりの比較を行う。平均台数を

みると 3地区とも、昼間の方が夜間より台数が多い。しかし最大台数をみると、東

向島 1丁目地区、墨田 3丁目地区では昼間の方が台数が多いが、京烏 3丁目地区で

は夜間の台数が多い。最大台数を比較すると lha当たり東向島 1丁目地区は10台で

最も多く、京島 3丁目地区が4台で最も少ない。昼間の平均台数をみると lha当た

り東向島 1丁目地区では 8.0台で最も多く、 京烏3丁目地区では肢も少なく 2.7台

であった。(表2-5-3) 

②道路延長に対する駐車台数

各時間の駐車台数を、道路幅員別に単位長さ当たりの比較を行う。

東向島 1丁目地区では幅員 8m以上の道路における昼間の駐車台数が最も多く、

lkmにつき 34.9台/kmであった。尚、夜間では4m未満の道路には駐車されておらず、

.7各地区の詳細データは巻末参考資料10参照
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全て幅員4m以上の道路のみに駐車されている。墨田 3丁目地区では、幅員4m未満

の道路における昼間の駐車台数が最も多く lKmにつき 11.6台/kmであった。また京

島3丁目地区では何員 8m以上の道路における夜間の!駐車が最も多く、 1kmにつき

13.0台/kmであった。墨田 3丁目地区では幅員4m未満の道路の昼間の台数が若干多

いが、調査当日に建築工事が行われており、その状況を考えると概ね幅員 4m未満

の道路に比べ、幅員4m以上の道路に駐車する割合が多いといえる。(表2-5-4) 

表2-5-4.道路長さに対する駐車台数 (単位・台/km.時)

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 尽島3丁目地区

全体 22-5 9-17 全体 22-5 9-17 全体 22-5 9-17 

4m未満 2.0 。4.1 7.3 3.3 11.6 3.5 1.5 4.6 

4~6m 10.8 15.8 14.0 8.0 4.5 8.8 0.8 。1.2 

6~8m 12.4 10.8 10.7 1.6 。1.8 4.7 。10.4 

8m以上 24.1 13.0 34.9 13.4 13.0 9目9

平均 12.3 8.6 16.7 7.3 3.5 10.3 2.2 3.1 4.9 
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2)長時間駐車の実態

調査採取時点で2時間以上継続的に駐車している箪を長時間駐車とし(以後そう本

論では呼ぶ)、その実態をみると以下のようであった。

路上駐車の l日の動向の中で、長時間駐車の割合を見ると l日を通じ 50%程度の

車が長時間駐車となっている。また長時間駐車の割合は、時間帯で見ると深夜から早

朝にかけて割合が高くなっている。(表2-5-5，図2ふ 4) 

また深夜から早朝にかけては路上保管の割合が多く、昼間は路上駐車が多い。

道路間貝別に見ると、 4m未満の道路に駐車しているものに長時間駐車となるケー

スが多く、 3地区共それぞれ長時間駐車の割合は、東向島 1丁目地区では72.2%、墨

田3丁目地区では67.9%、京烏 3丁目地区では68.4%であった。

以上より長時間駐車の笑態としては、

(1) 1日を通じ 50%程度の車が長時間駐車である。

(2)道路阿貝別で見ると、 4m未満の道路に駐車している車に長時間駐車となるケ

ースが多い。

(3)深夜から早朝にかけては長時間駐車の割合が高くなるが、その中では路

上保管の割合が多い。

(4)昼間にあっては長時間の路上駐車が多い。

従って問題は、夜間は路上保管であり昼間では路上駐車となる。

3 )夜間の路上保管の実態

夜間の路上保管の実態をみると、以下の様であった。(表2-5-6，7)

①幅員4m以上の外周道路に多く発生する。

②4m未満の道路では夜間の路上保管は少ない。

③4m未満の道路に路上保管が発生するのは、袋路状道路ではあるが車による辺り

抜けが不可能な私道に多い。

4m未満の道路の場合、自宅前の私道の駐車場化と考えられるが、夜間の路上保官・

にあっては他の車両の通行上支障のないように行われている。

4 )昼間の路上駐車の実態

地区により異なり、路上駐車は長時間駐車を含めて墨田 3丁目地区では何員 4m未

満の道路に多く発生し、東向島 1丁目地区、京烏3丁目地区では幅員 4m以上の道路

に多〈発生している。(表2・5・8，9)東向鳥 1丁目地区では特に何員 20mの都道に多い

ことによる。
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整理すると、

①地区の道路事情により異なるが、長時間駐車を含めて 4m未満の道路に多く発生

する地区では、その多くが袋路状道路あるいは通り抜け道路であるが、車による

通り抜けのできない道路に多い。

②広幅員道路で歩道、ガードのある道路にも長時間駐車が多く発生する。

昼間の路上駐車は、概ね他の車両の通行上支障のないように行われている。

5) まとめ

長時間の路上駐車及び路上保管の実態をみると、若干の問題点はあると思われるも

のの、概ね一般車の通行上支障の少ないように行われている。緊急車両の活動からみ

れば、 車による通り抜けのできる 4m未満の道路にある路上駐車、路上保管に対する

対策が必要となる。

表2-5-5.道路幅員による長時間駐車の実態 (単位:台)

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

全体 長時間 全体 長時間 全体 長時間

4m未満 22 16(72.7%) 184 125(67.9%) 114 78(68.4%) 

4~6m 58 20(34.5%) 95 32(33.7%) 7 。
6~8m 70 37(52.9%) 2 。 3 。
8m以上 252 122(48.4%) 。 114 45(39.5%) 

メEλ3 計 402 195(48.5%) 281 157(55.9%) 238 123(51. 7%) 

* ( )内の%は全体に対する割合、全体の数は初日の22日華を除く

表2-5-6.幅貝別路上保管の割合(22時から5時の各時間の合計)(単位:台)

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

4m未満 。 1 6 (59.3%) 1 0 (31. 3%) 

4~6m 1 7 (30.4%) 11 (40.7%) 。
日~8m 1 2 (21.4%) 。 。
8m以上 27 (48.2%) 。 22 (68.8%) 

メ口事、 計 5 6 (100%) 2 7 (100%) 3 2 (100%) 
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表2ーか7.4m未満の道路のタイプ別路上保管の割合
(22時から5時の各時間の合計)

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区

A 。 。
B 。 1 0 (62.5%) 

C 。 6 (37.5) 

メ口当、 計 。 1 6 (100%) 

A:袋路状道路

(単位:台)

京島 3丁目地区

8 (80.0%) 

1 (10.0%) 

1 (10.0%) 

1 0 (100%) 

B:巡り抜け道路ではあるが車では通り抜けができない道路

C:車による返り抜けが可能な道路

表2-5-8.幅員別昼の長時間駐車の実態(日時から17時までの合計)(単位.台)

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区

全体 長時間 全体 長時間

4m未満 21 15(71. 4%) 131 125(67.9%) 

4-6m 34 7(20.6%) 47 32(68.1%) 

6-8m 27 11(40.7%) l 。
8m以上 164 81(49.4%) 。
合計 246 114(46.3%) 179 100(55.9%) 

* ( )内の%は全体に対する割合

表2-5-9.4m未満の道路のタイプ別長時間駐車の実態
(9時から17時の合計)

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区

全体 長時間 全体

A 8 8(100%) 57 

B 。。 44 

C 13 7(53.8%) 30 

メg;. 言十 21 15(71.4%) 131 

* ( )内の%は全体に対する割合
A:袋路状道路

長時間

37(64.9%) 

37(84.1%) 

11(36.7%) 

85(64.9%) 

京島3丁目地区

全体 長時間

67 39 (58. 2%) 

5 。
3 。

38 10(26.3%) 

113 49(43.4%) 

(単位:台)

示島3丁目地区

全体 長時間

17 17(100%) 

。 。
26 7(26.9%) 

65 38(58.5% ) 

B:巡り抜け道路ではあるが車で巡り級けができない道路
C:率による通り抜けが可能な道路
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2-5-3 月極駐車窓及び民有空地の実態

1 )月極駐車場の実態

月極駐車場の地区内の収容台数は地区によって異なる。 1ha当たりの台数を見ると、

東向島 1丁目地区、京島 3丁目地区では約17台とほぼ同数であるが、議回 3丁目地区

では約 10台多い。これを也ー*数で見ると、墨田 3丁目地区では東向島 1丁目地区、京

島3丁目地区に比べて 0.1台/世帯多い。月極駐車場 lカ所当たりの平均収容台数をみ

ると、 6台程度である。

また契約台数を見ると、収容台数と同数で 100%の契約率で空きがない状況となっ

ている。月極駐車場の所有者または利用者に聞くと、空いてもすぐ埋まる状況という

ことであり、常に空きがない状況である。(表2・5-10，図2-5-5)

立体駐車場はなかった。

2 )民有空地の実態

3地区の民有空地の状況を見ると、それぞれ lカ所ずつあり全て一時的な駐車場と

して利用されている。それぞれの状況は以下の通り。(面積の言十測は盛田区作成(昭

和62年)による道路台帳 5=1/500による)これら民有空地の駐車場としての利用は、あ

くまでも現在のみの一時的なものである。一(表2・5-11，図2・5-6)

3 )まとめ

現在の地価高股の折、月極駐車場が今後増加するとは考えられない。逆に土地の高

度利用という点で月極駐車場の減少は考えられる。また民有ZE地の月極駐車場化は:m

状では難しい状況にある。しかし月極駐車場の利用率は 100%で一杯の状況にある。

また空きを待っている人もいるという状況にある。

とすれば、現在の月極駐車場を更に継続させるための方法、あるいは積極的に駐車

場が作れるような状況を考える必要があろう。利益の上がる簡易な立体駐車場等の有

効な方策を考える必要がある。

また今回の調査対象地にはなかったが、通常火災後の状況に見られるように焼損程

度の大きい火災後は、非宅地となるケースが多い。それも長期間に波りそのままにな

っている状況が見られた。 ・8 中には月極駐車場化したものもあるが、 EE地のままに

なっている状況のものもある。従ってこのような土地の使い方を考えることもひとつ

の方策となろう。民有地が売りに出ている場合、利用方法が釘定的で有効性に欠ける。

-・第2章2-4-3参照
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従って例えば、公共用地として公共サイドで購入すれば、ある一定の期間としての

利用等も考えられ、また将来の対策の程地として使う場合もその問の利用も考えられ、

少しでも欲しいという状況に供することが可能となる。年々発生する火災でできる空

地の公共サイドでの購入は、駐車場ばかりではなく地区の小公園としての利用にも活

用できるであろう。

表2-5-10.月極駐車場の現状

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

月極駐車場数 9 1 9 1 4 

収容可能台数 57 1 1 5 7 8 

1カ所当り収容台数 6. 3 6. 0 55 

1世帯3当り収容台数 o. 14 O. 24 O. 12 

1 ha当り収容省数 1 6. 7 27. 3 1 7. 3 

契約台数 5 7 (100%) 1 1 5 (100%) 7 8 (100%) 

表2-5-11.民有空地の現状

|東向島 1丁目駆| 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

空 I也数

国 積 65 m 2 45m2 144 m 2 

収容台数 2台 2台 4台
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2-5-4公園及び公共空地の実態

公共サイ ドでの駐車場可能地として、公園及び公共空地の実態を調べると、以下の

よう になる。(面積の計測は、墨田区作成(昭和62年)による道路台帳 5=1/500による)

公園は東向島 1丁目地区に 2カ所しかなく 、墨田 3丁目地区、京鳥 3丁目地区には

ない状況であった。しかし逆に墨田 3丁目地区、京島3丁目地区では区有の空地があ

った。墨田 3丁目地区にあっては、 lカ所で区有地の面積が広いがこれは、昭和61年

4月 6日に「関東エナメル Jという会社が全焼火災にあった際に、土地が広かったた

めに区で用地を将来の利用のために買い上げたということであった。逆に京烏 3丁目

地区では区有の空地が5カ所あり、 lカ所の平均面積が 110m2程度で小規模であるが、

京島 3丁目地区では小さな土地でも区有地として買い上げている。(表2-5-12，図2・5-6)

表2-5-12.公園と公共空地の現状

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

公園 1 。 。
公共空地 。 l 5 

合 計 1 1 5 

公園 806.5m2 。 。
面

公共空地 。 1.947.8m2 569.9m2 

積
合計 806.5m2 1.947.8m2 569.9m2 
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図2-5-5.月極駐車場の現状
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2-5-5アンケー卜調査結果

1 )車の保有率

世帯別に車を持っている世帯の割合を見る。

3地区共車を持っている世帯の割合は 45%程度である。

また車を持っている世帯の世帯当たりの保有台数は、 3地区共1.3台程度である。

逆に車を保有していない世帯も加えてアンケー ト調査による liJ1:衛当たりの平均保有

台数は 0.5-0.6台で、墨田区全体の l世帯当たりの平均保有台数 (0.8台/也ー帯)、及

び東京 23区の l世帯当たりの平均保有台数(0.77台/世帯)12)13)を下回っている。

(表2-5-13，14，15) 

27 

36 

1.3 

51 

60 

1.2 

京島3丁目地区

98 

133 

1.4 

表2-5-15.世帯当たり保有台数

東向島 1丁目地区| 墨田3丁目地区|京島3丁目地区

5U__ 1161 215 

3ti__ 60 1 133 

0~_ 0.511 0.61 
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2 )駐車場所

駐車場所について尋ねる。質問項目は、 「自宅(敷地内)J 、 「月極駐車場J、

「自宅前の路上」、 「近くの広い道路」、 「その他Jとした。

3地区共順位は同じであり、 「月極駐車場」の割合が最も高い。 3地区のうちでは

東向島 1丁目地区、 京鳥 3丁目地区が 65%を越える。また「自宅Jにあっては、窪

田3丁目地区が最も多く 44.1%であった。東向島 1丁目地区、京烏 3丁目地区にあっ

ては、 30%前後であった。3地区共「自宅」及び「月板駐車場」で 90%%を越える。

次に「その他」という回答が若干あったが、それらは会社の駐車場ということであっ

た。 r自宅前の路上」、 「近くの広い道路」という回答はなかった。(表2-5-16) 

このアンケート結果は、現実的には「夜間の路上保管j叫が行われているという

現実とは一致していない。

表2-5-16.駐車場所の現状

自宅

駐車場

自宅前

広い道路

その他

合計

3 )月極駐車場の位置

①現在の満足感

東向島 1了目地区

10 29.4% 

23 67.6% 

。 0.0% 

。 0.0% 

l 2.9% 

34 100.0% 

墨田3丁目地区 京烏3丁目地区

26 44.1% 42 33.3% 

30 50.8% 83 65.9% 

。0.0% 。 0.0% 

。0.0% 。 0.0% 

3 5.1% 0.8% 

59 100.0% 126 100.0% 

月極駐車場の位置に対する満足感を尋ねる。 r満足」、 「まあまあ満足」、 「少

し速いJ、 「速すぎるjに分け質問した結来、 「満足J、 「まあまあ満足jを加え

ると 3地区共 80%前後で、比較的満足している人が多い。(表2-5-17) 

表2-5-17.月極駐車場に対する満足感

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

満足 12 63.2% 13 41.9% 32 47.1% 

まあまあ 3 15.8% 10 32.3% 25 36.8% 

少し速い 4 21. 1% 4 12.9% B 8.8% 

返すぎる 。 0.0% 4 12.9% 5 7.4% 

合計 19 100.0% 31 100.0% 68 100.0% 

.， 2・5-2多照
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②時間分布

アンケート結果における「満足j、 「まあまあ満足」、 「少し速いJ、 「速すぎ

るJに対するそれぞれの回答者の所用時間を見ると、以下のようになる。

(1) r満足」の人の時間分布

3地区共時間分布は 0-5分に分布した。 0-3分の問で 80%以上を示して

いる。また 4分はなく、 5分というのは「満足」の限度と，思われる。最も多い

値は 3地区共 1分であった。(表2-5-18) 

(2) rまあまあ満足Jの人の時間分布

3地区の分布を見ると、 1-10分であった。京烏 3丁目地区の例を見ると 3

-5分の位置で 75%を占める。かつまた 2-7分にほとんどが占められ、 10分

にl件だけがあった。(表2-5-19) 

(3) r少し速いJ人の時間分布

3地区の分布を見ると 4-15分の問に分布している。(表2-5-20) 

(4) r速すぎる」人の時間分布

東向島 1丁目地区では「遠すぎる」と回答している人はなく、墨田 3丁目地

区、京島 3丁目地区では、 7-30分の問に分かれている。(表2-5-21) 

(5)まとめ

月極駐車場の位置にあっては、 「満足jは3分までで、 3-5分が「ま あま

あ満足Jで、 5分を越えると「少し速い」となり、 5分前後が満足感の限界を

示す時間帯と恩われる。

表2ーか18.r満足」の人の時間分布

東向島 1丁目地区 墨田 3丁目地区

0分 9.1% 1 8.3% 

l分 7 63.6% 6 50.0% 

2分 2 18.2% l 8.3% 

3分 。 0.0% 2 16.7% 

4分 。 0.0% 。 0.0% 

5分 l 9.1% 2 16.7% 

合計 11 100.0% 12 100.0% 

表2ーか19.rまあまあ満足」の人の時間分布

東向島 1丁目地区 墨田 3丁目地区

O分 。 0.0% 。 0.0% 

1分 1 50.0% 3 33.3% 

2分 l 50.0% 。 0.0% 

3分 。 0.0% 3 33.3% 

4分 。 0.0% 。 0.0% 

5分 。 0.0% 3 33.3% 

6分 。 0.0% 。 0.0% 

7分 。 0.0% 。 0.0% 

B分 。 0.0% 。 0.0% 

9分 。 0.0% 。 0.0% 

0分 。 0.0% 。 0.0% 

合計 2 100.0% 9 100.0% 
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京烏3丁目地区

3 10.0% 

17 56.7% 

l 3.3% 

4 13目3%

。 0.0% 

5 16.7% 

30 100.0% 

京島 3丁目地区

。 0.0% 

。 0.0% 

2 10.0% 

7 35.0% 

2 10.0% 

6 30.0% 

5.0% 

l 5.0% 

。 0.0% 

。 0.0% 

5.0% 

20 100.0% 
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表2-5-20.r少し速い」人の時間分布

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

4分 。 0.0% l 33.3% 。 0.0% 

5分 25.0% 。 0.0% 4 66.7% 

6分 。 0.0% l 33.3% 。 0.0% 

7分 。 0.0% 。 0.0% 。 0.0% 

8分 2 50.0% 。 0.0% 。 0.0% I 

9分 。 0.0% 。 0.0% 。 0.0% I 
1 0分 。 0.0% l 33.3% 2 33.3% 

1 5分 25.0% 。 0.0% 。 0.0% 

合計 4 100.0% 3 100.0% 日 100.0% 

表2-5-21.r速すぎる」人の時間分布

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 示島3丁目地区

7分 。 0.0% l 25.0% 2 50.0% 

8分 。 0.0% l 25.0% 。66.7% 

9分 。 0.0% 。 0.0% 。 0.0% 

1 0分 。 0.0% l 25.0% l 25.0% 

1 5分 。 0.0% 。 0.0% l 25.0% 

30分 。 0.0% 25.0% 。 0.0% 

合計 。 0.0% 4 100.0% 4 100.0% 
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①月極駐車場の最大限の距離

月極駐車場の位置が自宅より最大限どれだけ離れた位置にあれば許容できるか、

その距離について徒歩何分までかと質問した。結果は以下の通り 。

最大限の許容時間としては、 0-10分までの問に分布した。その中で 3地区共 5

分が最も多かった。ついで東向島 1丁目地区では 2分、 3分が上がり、墨田 3丁目

地区では 1分、 3分が上げられた。京烏 3丁目地区では 3分であった。(表2-5-22) 

平均値を見ると東向島 1丁目地区では最も少なく 3.8分で、他2地区は 4分を越

え4分前後が最大限の許容時間の平均値であった。(表2-5-23 ) 

この値は前項の実態調査の 「まあまあ満足jの値に符号しており、 「まあまあ満

足Jの値が最大限の許容時間とみなして良い。

表2-5-22.月極駐車場までの最大許容時間

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

O分 6.3% 。 0.0% 。 0.0% I 

l分 2 12.5% 5 18.5% 4 6.6% I 

2分 3 18.8% 3.7% 7 11. 5% I 

3分 3 18.8% 5 18.5% 14 23.0% 

4分 。 0.0%_ 。 0.0% 。 0.0% 

5分 5 31.3% 13 48.1% 28 45.9% 

6分 。 0.0% 。 0.0% 2 3.3% 

7分 。 0.0% 。 0.0% 。 0.0% 

日分 l 6.3% l 3.7% 。 0.0% 

9分 。 0.0% 。 0.0% 。 0.0% 

1 0分 l 6.3% 2 7.4% 6 9.8% 

合計 16 100.0% 27 100.0% 61 100.0% 

表2-5-23月極駐車場までの最大許容時間の平均時間

|東向島 1丁目地区| 墨田3丁目地区 | 京島3丁目地区

61 

16 

3.8 

115 

27 

4.3 

272 

61 

4.5 
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@月極駐車場の位置

3地区のアンケート回答者の駐車場の位置を地図にプロットし、地区内に含まれ

るもの、地区の外周より 100m以内の区域に含まれるもの、地区の外周より 200m以

内の区域に含まれるものの割合を見る。

3地区を比較すると、東向島 1丁目地区が地区内における駐車台数の割合が多い。

地区の外周より 100m以内のエリアを見ると、東向島 1丁目地区では 80%が含まれ

ている。京島地区は地区内の値と同様に最も低<57.5%である。外周より 200m以

内のエリアを見ると 3地区共80%以上の割合が含まれている。

月極駐車場位置の、①現在の満足感の「満足J、 「まあまあ満足J 、また②時 r:~

分布の「満足J、 「まあまあ満足」がこの200mのエリアと考えられる。

(図2-5-7，8，9，表2-5-24) 

表2-5-24月極駐車場の位置

東向島 1丁目地区 墨田 3丁目地区 京島3丁目地区

地区内 11 44.0% 8 32.0% 20 27.4% 

100m以内 20 80.0% 17 68.0% 42 57.5% 

初日m以内 20 80.0% 21 84.0% 59 80.8% 

総数 25 100.0% 25 100.0% 73 100.0% 
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4)自宅及び月極駐車場以外の場合

車の保有者で、保管場所が「自宅」、 「月極駐車場J以外の人がどのようにしてい

るかその状況を把握する。まず最初に「月極駐車場」を利用しない理由について尋ね、

その場合の場所について尋ねた。 3地区で回答は 7件であった。

①月極駐車場を利用しない理由

月極駐車場を利用しない理由について「距離が遠いJ、 「駐車料金が高い」、「利

用する気にならないJ、 「その他jに分けて尋ねた。

「駐車料金が高いJ、 「利用する気にならないJが l件ずつで残りは「その他J

であった。(表2-5-25) 

②駐車する場所

月極駐車場を利用しない場合の駐車する場所についての考えを、 「自宅前の路上

で充分」、 「近くの広い道路で良い」、 「その他Jに分けて尋ねた。

「自宅前の路上で充分jが I件で他は「その他Jであった。 Iその他」の場合は

全て「会社の駐車場jということであった。

これにより保管場所としての駐車場所を、自宅前の路上で良いとしている人がい

ることがわかった。(表2-5-26) 

表2-5-25.月極駐車場を利用しない理由

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島 3丁目地区

1 ) 。 0.0% 。 0.0% 。 0.0% 

2 ) 1 50.0% 。 0.0% 。 0.0% 

3 ) 。 0.0% 。 0.0% l 25.0% 

4 ) l 50.0% l 100.0% 3 75.0% 

合計 2 100.0% 1 100.0% 4 100.0% 

1 )距離が速い 3 )利用する気にならない

2 )駐車料金が高い 4 )その他

表2-5-26.月極駐車場を利用しない場合の駐車場所

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁呂地区

l 33.3% 。 0.0% 。 0.0% 

2 ) 。 0.0% 。 0.0% 。 0.0% 

3 ) 2 66.7% l 100.0% 3 100.0% 

合計 3 100.0% l 100.0% 3 100.0% 

1 )自宅前の路上で充分 3 )その他
2 )近くの広い道路でよい
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5 )車非保有者の購入予定

地区内の車の保有状況がどういう状況にあるのか、例えば現在が最大限なのか、そ

れともまだ増加する傾向にあるのか、を把握するために現在の事の保有者に今後の購

入予定を尋ねる。

①車の購入予定について

車非保有者の率の購入予定について、 「あるJ、 「ない」を尋ねた。

東向島 1丁目地区、墨田 3丁目地区にあっては、購入予定者が 10%以上あり、

今後まだ車が増える傾向にある。しかし京烏 3了目地区にあっては購入予定者3%

に満たず、現状で地区の保有台数は最大限に近い状況と思われる。(表2-5・27) 

②購入予定のない人の理由

購入予定のない人の理由について、 「駐車場が近くにないから」、 「車を必要と

しないJ、 「免許がないからJ、 「その他」に分けて尋ねた。

3地区共、 「事を必要としないj理由が最も多い割合を占めている。また「免許

がないから Jという理由は 3地区共 17%程度見られた。 I駐車場が近くにないか

らJという理由は少なく、駐車場の理由で車を購入しない人は少ない。

(表2-5-28) 

表2-5-27.車の購入予定

表2-5-28.車の購入予定のない人の理由

東向島 1丁目 墨田 3丁目 京島3丁目

4.0% 5 9.3% 8 7.5% 

2 ) 16 64.0% 37 68.5% 75 70.1% 

3 ) 4 16.0% 9 16.7% 19 17.8% 

4 ) 4 16.0% 3 5.6% 5 4.7% 

合計 25 100.0% 54 100.0% 107 100.0% 

1 )駐車場が近くにないから 3 )免許がないから
2 )車を必要としない 4 )その他
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6 )パーキングメーター付駐車場に関して

地区内の交通事情に鑑み住民は、路上の一部をパーキングメーター付駐車場の設世

に関しては、どのような意見を持っているのか尋ねる。 i良いJi反対J、「その他」

と分けて尋ねた。 3地区共「良い」が 60%前後で、 「反対」が 30%前後であった。

これは地区内の事情に対してパーキングメーター付駐車場の導入に関して、概ね賛成

が得られることを示している。(表2・5-29) 

表2-5-29.パーキングメーヲー付駐車場に対する意見

東向島 1丁目地区 墨田3丁目地区 京島3丁目地区

良い 30 58.8% 58 59.8% 111 60.7% 

反対 17 33.3% 29 29.9% 60 32.8% 

その他 4 7.8% 10 10.3% 12 6.6% 

合計 51 100.0% 97 100.0% 183 100.0% 

7 )路上駐車に対する意見

地区住民は現実的に目の前で行われている路上駐車に対してどんな意見を持ってい

るのだろうか。特に狭あい道路の多い市街地では、様々な問題があるように思われる。

道路幅員を 3タイプ(狭くてすれ違いのできない道路、すれ遠いのできる程度の道路、

広い道路(ゆったりすれ違いができ、人も通れる。))に分け、更に地区住民の車と来

訪者の車に分け意見を聞いてみる。意見は 5段階(夜間の駐車も良い、 長時間の駐車

も良い、短時間なら良い、荷物の上げ下ろし・人の釆降程度なら良い、駐車すべきで

はない)に分け、住民が現実の状況にどのような意見を持っているか把握する。

①狭くてすれ逃いのできない道路

地区住民の車にあっては 3地区共、「荷物の上げ下ろし・人の乗降程度なら良い」

が最も多い。特に墨田 3丁目地区、京烏 3丁目地区にあっては 60%程度であった。

次いで「駐車すべきでないjが多い。「荷物の上げ下ろし・人の来降程度な ら良いj

と「駐車すべきでない」を加えると 80%以上となっている。 i短時間なら良い J

は16%-17%であった。(図2-5-10) 

これが来訪者のIIIになると若干「短時間なら良い」の割合が増えてくる。東|旬向

1丁目地区では、 「短時間なら良いJと「駐車すべきでない」が同等であり、京j;』

3丁目地区では、 「短時間なら良い」が 29.3%で「駐車すべきでない」の 22.2%よ

り多くなっている。東向島 1丁目地区、京烏3丁目地区では、 「短時間なら良いJ
が 30%近くなっている。 (~2-5-11 ) 

3地区共地区住民の車の場合に比較して、来訪者の車に対してより寛容さが見ら
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れた。 i駐車すべきでないJは京烏3丁目地区では、地区住民の事の場合も来訪者

の車の場合も 22-23%程度であるが、他の 2地区にあっては 30%程度のより高い

値を示している。

②すれ違いのできる程度の道路地区住民の事にあっては、東向島 1丁目地区では、

「短時間なら良い」が44.8%でl位になっているが、他の 2地区では、 「荷物の

上げ下ろし人の来降程度なら良い」が l位である。共に 45%程度である。 1、2

位のj順位には変化があるが、 「短時間なら良い」と「荷物の上げ下ろし・人の釆|伶

程度なら良いJを加えると 80%程度で、狭くてすれ違いのできない道路に比べて

明らかに寛容さが見られる。 i駐車すべきでないjは 11%-13%でかなり低い値と

なっている。(図2-5-10) 

これが来訪者の車の場合になると 3地区共、 「短時l切なら良いJがトップを占め

る。 45%程度で 2位の「荷物の上げ下ろし・人の釆降程度なら良い」に 10%前後

の差をつける。(図2-5-11) 

3地区共、 「すれ途いのできない道路」のケースと比較して、 「夜間の駐車も良

いj、 「長時間の駐車も良いJの割合が増える。また逆に「駐車すべきでない」の

割合が増えている。

③広い道路(ゆったりすれ違いができ、人も通れる)

地区住民の車の場合、 「短時間なら良いJが3地区共 50%以上となる。次いで

「荷物の上げ下ろし・人の乗降程度なら長いjの割合が多く、これらの 2つを加え

ると 75%程度となった。尚、 「夜間の駐車も良い」は東向島 1丁目地区では 15%

程度であるが、他の 2地区では 10%程度であった。来訪者の車の場合も、地区住

民の車の場合とほぼ同様の結果であった。が、若干の克容さが見られた。

(図2-5-11，12) 

3地区共、地区住民の車の場合も来訪者の車の場合も「短時間なら良いJが多 く

なり、 50%以上となっている。また、 「駐車すべきでない」の割合は減少し、 い

ずれも 10%以であり特に来訪者の車の場合は 5%程度であった。

@まとめ

アンケート結果によれば道路幅員別に差が見られた。現実的には全て駐車禁止で

あるが、道路の何貝によって究容さが見られた。しかしながら、 「広い道路jの場

合でも「短時間なら良いJが限度と見られ、長時間駐車、及び夜間の駐車はあまり

歓迎していない様子が見られた。また、 「狭くてすれ迷いのできない道路Jの場合

は、 「駐車すべきでない」の割合が高く、狭あい道路に対しては厳しい意見を持つ

ていることが分かった。
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日.

日

日

日 I

日

B.5 

B.4 

B.3 

日.2

日 1

日

日.

日

目白

日目

問 13.狭くてすれ違い出来ない道路
( t )地区住民の車

日，回開.5% 日l'I!.a肱

bJ 

〈合計〉
図東向島1丁目図星回3丁目図京急3丁目

問 t4.ずれ遣い出来る程度の道路
~ ( t )地区住民の車

〈合計〉
図東向島，t丁目図 墨田3丁目図京息3丁目

問 t5.広い道路〈ゆったりすれ遣い出来
( t ) 

〈合計〉
図東向島 1丁目図墨田3丁目図京j}，3丁目

a) 夜間の~t'll も良い d)荷物の上げ下ろし・人の民間限度なら良い

b)長時1111のM'llも良い e)駐期すべきでない

c)短時間なら良い

図2.5.10.路上駐車に対する意見(地区住民の車)

日.6

日B

日.4

日.3

白 2

日.1

日

日.

日

日.7

日6

日 5

日.4

日.3

目.2

日 1

日

問 t3.決くてすれ違い出来ない道路
( 2)来訪習のi雪合

〈合計〕
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図東向島1丁 目 図 墨 田3丁目図 京島3T目

問 t4.すれ遣い出来る程度の道路
(.2) 来訪者，1)i~合

〈合m
図東向島1丁目図愚図3丁目悶京虫色3丁目

問 t5.広い道路〈ゆったりすれ違い出来
( 2)来訪者i刀i星合

〈合計〉
図東向島l丁目図忍田3丁 目 図 京'!!'3丁目

a) 絞 HII の!I; ~rHも良い d)向物の上11下ろし・人のよf!同1'0'はなら山い
b) 長時I:lIの~È;n も良い e) UiHすべきでない

c)短0.)1::1なら良い

図2.5.11.路上駐車に対する意見(来訪者の車)
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2-5-6小結

実態調査の結果、全面的に駐車禁止にもかかわらず、長時間の路上駐車が 50%程

度みられ、また特に 4m未満の道路では長時間駐車が多く、夜間の路上保管は地区外

周道路にみられた。ここでまず「自動車の保管場所の確保等に関する法律」と 「道路

交通法Jが適切に運用されていない事実を指摘する。次に問題は、夜間は「路上保管J

が、そして昼間は「路上駐車Jが問題となる。路上駐車、路上保管とも一般車の通行

には支障のないように行われているが、緊急車両の活動上は問題となる。またアンケ

ート調査の結果、路上駐車は一般車の通行には支障のないように行われているが、住

民は不満を持っていることがわかった。それも道路間員の程度により寛容さがみられ、

また地元住民の車より来訪者の車に対してより究容さがみられた。笑態調査による結

果と、アンケート調査による結果を道路幅員別にまとめると以下のようになる。(尚、

アンケート調査における「狭くてすれ違いのできない道路Jは4m未満の狭あい道路、

「すれ違いのできる程度の道路」は 4-6mの道路、 「広い道路(ゆったりすれ迷いが

でき、人も通れる)Jは6m以上の道路とみなし、 「長時間の駐車も良いjの「長時

間Jを実態調査と同じ 2時間以上の長時間駐車とみなす。)

1) 4m未満の道路

概ね現在の路上駐車は一般車の通行には支障のないように行われているものの、住

民の意見では「荷物の上げおろし程度なら良いJが多く、内部街区の居住環境改善の

ために、 「荷物の上げおろし程度」に抑えることが謀題となる。

2) 4-6mの道路

路上駐車の実態では、一般車の通行には支障がないように行われ、アンケート調査

結果でも「短時間なら良いj という回答が多いが、このような道路も消火径の設置道

路であり、消防活動上必要な路線として位置付けられる。従って消防ポンプ車の活動

上、 「荷物の上げおろし程度Jに抑えることが課題となる。

3) 6m以上の道路

実態的に駐車台数も多く、かつまたアンケート調査結果でも「短時間なら良い」が

多い。居住環境の改善、 緊急車両の活動上、長時間!駐車に対する対策が~'*題となる。

以上をまとめると、実態調査、アンケート調査、緊急車両の活動上からみて、路上

保管、路上駐車問題の解決のために、

①4m未満及び4-6mの道路での駐車を「荷物の上げおろし程度」にする

②6m以上の道路での駐車を「短時間J以下にする

方策が課題となる。
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2 -6. 問題点と課題

2-1から 2-5までにみた現状の問題と課題を整理すると、以下のようになる。

1) 2 -1の「都内区部における狭あい道路拡何整備事業の現状」では、

①事業の執行を強化する体制の必要性

②路線の一括対象方式に対するとらえ直しの必要性

③地区計画の必要性

2) 2 -2の「道路と街区Jでは、

①規模の小さい零細・小型ブロックの問題

②非整形プロックの問題

3) 2 -3の「消防活動困難区域」では、

①現在のホースカーを使う方法に対する疑問

①地区にみあった基準として、 60mのホースによる基準の作成

4) 2 -4の「通常火災の実態」では、

①消防活動が十全に行われるような道路の拡幅

②焼損程度が「音11分焼j以下に抑えるための研究

①裏宅地対策の必要性

5) 2 -5の「駐車問題」では、

①4m未満及び4-6m道路での駐車を「荷物の上げおろし程度jにする

②6m以上の道路での駐車を短時間以下になる

以上により整備計画立笑の必要性がある。それは問;mを道路問題なら道路問題のみ

として、それぞれ個別にとらえるよりは、多角的な而からみた総合的な整備計画が必

要となる。

第 3章計画最小単位
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3 - 1-問題点の整理と計画課題

3-1一 1問題点の整理と計画課題

本研究の目的は、低層高密度市街地において問題となっている、

1 )狭あい道路の持つ地区の特性

2)市街地の更新

3 )緊急自動車の活動

4 )駐車問題

5)火災に強い街

6) 日照、通風、緑

に対して、計画上有効な解決策として「計画最小単位Jを桃築することにある。そし

て「計画最小単位」を構築するための枠組みである、道路問題、防災問題、駐車問題

の中で第2章では具体的に、

(1)都内各区の細街路整備事業

(2)道路と街区

(3)消防水利と消防活動困難区減

(4)通常火災の実態

(5)駐車問題

について笑態を見、問題点と課題を掲げた。ここで取り上げられた問題点と課題の中

から、物的計画に関連するものを取り上げると、

①狭あい道路の拡幅の問題

②街区の構成

①消防活動困難区域

@駐車問題

にまとめられる。

①の狭あい道路の拡幅の問題で掲げられる理由としては、法律で決められている問

題であるということ。また消防ポンプ車の通行上の問題が上げられる。第2r.江 2-1 

でみた都内区部における狭あい道路拡幅整備事業の笑t'i"をみても、問題の解決は難

しい様相をみせている。特に対象路線にあっては限定する動向がみられH 、建築基準

法第42条第 2項に規定する道路の、一括対象に対応する難しさを物語っている。これ

.，第2章2-1-7.各区の笑施状況参照

H 第2章2-1・5
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は単に道路問題を道路問題のみとして扱うことの難しさ、ひいては地元に密集したミ

クロレベルでの地区計商の無さが原因ともいえる。

また消防ポンプ車の通行上の問題としては、消防活動上問題があるとは言われるも

のの、それ以上掘り下げた研究はない。ミクロレベルの研究が必要なかかる市街地で

は、より撮り下げた検討が必要となる。例えば第 2:!i'i2-3でみたように、消火栓の

位置は配水管の経路によって決まる。かつまた消防活動にはホースを使用するため、

消防ポンプ車は各住戸の前に行く必要はない。すると消防ポンプ車の活動には全ての

道路が必要とはならない。従って消防活動上必要な路線は特定され、そういった観点

から一括対象という考えは再検討の必要がある。

②の街区の構成では、規模の小さな零細・小型プロックの問題を取り上げた。

接道義務のための私道により、街区とはいえないような街区をつくり出しているこ

と、特に規模の小さなプロックほど、戸数密度の高い状況となっており 、角地、表装

道路によるブロックとも、建替えの際著しく建築面積が小さくなり、一層道路の拡阿

を難しくさせ市街地の更新を妨げていることを指摘した。

③の消防活動困難区域では、配水管の経路には消防活動上概ね問題はないものの、

「消防水利の基準」から来る東京消防庁管内の、ホースカ を使った延長 200mのホ

スによる半径 100mの基準及び「消防カの基準Jによる市街地、密集地の定義に対

する疑問と新たな基準の作成の必要性について取り上げた。

@の駐車問題では、路上保管、路上駐車の問題、及び地区内の月極駐車場の状況、

加えてアンケート調査による住民の意見を取り上げ、狭あい道路の多い地区にあって

路上駐車、路上保管は概ね一般車の通行には支障なく行なわれているものの、緊急車

両の活動には問題があること、かつまた住民は現在の路上駐車、路上保管の状況には

満足していないことを指摘し、対策の必要性を掲げた。

ここに上げられた以外の問題も多いが、低層高密度市街地ではこれらの問題が主要

な問題であり、これらの問題が解決される枠組みが構築されるならば、その他の問題

はその枠組みの中で概ね解決がつくと予想される。

こういった中で解決策を求めるためには、 「計画上の解決策Jとそれを支える 「法

制度上の解決策Jが必要となる。ここでは 「法制度上の解決策jはさておき、 「計画

上の解決策Jとして物的計画の「計画最小単位の椛築」を目的としている。

広域的な解決手法では限界が見られなかなか動きのとれない既成市街地では、逆に

小規模な単位から問題を解決する手法が求められる。
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そういった意味で「計画最小単位」が求められる。これには非現実的な計画案よりも

現実の状況にみあった解決策が求められる。そしてこういった最小単位はそれが一つ

の完結したものとしてあれば、それが一つのまとまった単位となって地区を単位とし

た計画も可能となり、都市計画上も有効 となる。従ってここでは、そういった意味で

これらかかる諸問題を解決するための 「計画最小単位の椛築」を計画課題とする。

この「計画最小単位の構築jは、

(1)地区の現状に即したものであること

(2)地区内で問題の解決が可能となるものであること

を原則として、

①狭あい道路の持つ地区の特性を生かしたものであること

②個別建替えが促進され、市街地の更新がはかられるもの

①緊急自動車の活動が十分に行われるものであること

@地区内は車より歩行者中心の計画であること

⑤駐車場が近くにあって使利なものであること

@都市構造の不燃化になるもの

⑦迅速な消火活動により被害が最小限で抑えられること

③地区内の日照、通風、緑が確保されるもの

@地区を単位とした計画ができ、都市計画上有効となるもの

を具体的な計画課題とする。
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3-1-2検討項目

最小単位としての計画の基本概念を作成するための目標としては、 「安全性」、「利

便性J、 「保健性」、 「快適性Jであるが、この中で主要 と考えられ検討する項目は、

以下の通り。

①道路パターンと幅員

②街区の構成

①消防水利

@初期消火体制

⑤都市構造の不燃化

@自動車の保管

⑦公園

それぞれについては以下のような検討を行う。

①道路パターンと幅員、②街区の構成、①消防水利、をまとめ検討する。

まず緊急自動車として 4m幅員の必要な消防ポンプ車の活動について検討する。こ

の場合、ポンプ車についている 60mホースにより、消防活動困難区域が解消されるよ

うな消火栓の配置を前提とした最低必要路線として、ポンプ車の活動路線を検討する。

また 4m阿貝が不必要な路線にあっても、救急車は各戸に着けるように考慮する。 ま

たこの計画した消火栓の配置が、現笑の状況と見合うかどうかの検討も行う。

道路パターンが決まれば、街区も決定される。道路パターンの最小単位として決め

た街区が、現実問題となっている零細1.小型プロック、非整形プロックの問題解決に

なるか、また現実の街区の状況と見合うかどうかの検討も行う。

@初期消火体制

焼損程度を「部分焼J以下に抑えることを目標に、 60mホースによる消防活動困

難区域の解消と共に、初期消火活動に街区を単位と した初期消火体制を検討する。

⑤都市構造の不燃化

火災に強い街づくりとして、都市借造の不燃化を検討する。

@自動車の保管

路上保管の解消のため、保管場所を地区内で処理することを原則とする。自宅の

3-1問題点の』監理と計画課題 201 

保管及び月極駐車場を基本とし、それでまかなえないものは公共月極駐車場を検討

する。

⑦路上駐車

交通処理の問題も含めてパーキングメーター付駐車場により処理を行う。外周の

広幅員道路で処理することを前提として、それでまかなえないものは公共駐車場の

検討を行う。

@公園

地区内の日照、 緑の確保のため、公園を計画する。

以上の諸要素を検討した「計画最小単位」を構築し次に実現手段について検討す る。
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3 -2. 計画最小単位

3-2-1 道路パターンと幅員

従来の狭あい道路における道路拡幅の理由では、緊急自動車の通行のためといった

理由があげられる。その例として、消防ポンプ車が進入不可能ということがあげられ

ているが、これに関してはこれ以上の説明はない。従ってこの項ではそれより一歩掘

り下げ、緊急自動車における必要路線の検討を行い、その考え方を展開する。

まず緊急自動車とは何を示すのかあげてみると、

1.消防用自動車

2.救急車

3.ノTトロールカー

があげられる。この中ではパトロールカーが最も小型であり、消防用自動車と救急車

が通行可能であれば、パトロールカーも通行可能である。次に通行路線についてであ

るが、これについて明確にされているものはない。従ってここでは明確な考え方を提

示する。その第ーとして消防用自動車についてであるが、これは必ずしも全路線を通

る必要性はない。その考え方に立ち、消防用自動車の必要路線の考え方を示す。第二

に救急車であるがその性格上、各戸にアプローチできることとする。パトロールカー

にあっては救急車の問題がクリア ーされるならば、問題はない。

以上の理由によりここでは、以下のように最初に緊急自動車の活動上の検討を行い、

最後に道路ネットワークについて述べる。

1)消防用自動車

2)救急車

3)道路ネットワークの最小単位標準モデル

1 )消防用自動車

(1)消防用水利路線

消防用水利路線の検討として、消防用自動車の活動を検討する。

消防用自動車の中では、標準ポンプ車を対象とする。対象地が低層高密度市街地

なので、ハシゴ事は除く。前述のようにポンプ車は、ホースの延長によりその活動

範囲は広げられるために、全ての道路を通る必要性はない。

つまりポンプ車は消防水利まで到達する必要性はあるが、火災を起こしている 家

の前まで行く必要性はない。従ってまず水利路線を検討する。
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①標準値の設定

消防庁の「消防水利の基準」では、東京消防庁管内では「年間平均風速が4メー

トJレ毎秒未満のもの」を適用し、また現実の低音高密度市街地では「市街地Jと「校

集地Jにあたり、用途地域も 100mもしくは 120mの両者が混在している。ここでは

厳しい方をとり 100mとすると、半径100m以外の部分が消防活動困難区域となる。

しかし「消防水利の基準jによる「市街地j、 「密集地Jの基準引は低層高密度

市街地に比べ、 「市街地J及び「密集地Jの状況がかけはなれており、第2掌の 2

-3でこの値を使うことは不適当であり、この基準の方法であるホースカーを使い

10本のホースを延ばす方法よりは、 ポンプ専の両側のポケットに装備されている

60mのホースを使い、新たな基準を作成することを課題として掲げた。

従ってここではその問題について検討する。向島消防岩ーでは 60mのホースの 70

%の有効利用を考えているが、 この 70%という値はホース 10本の 200mの場合と同

じ考え方である。しかし延長が長い場合、道路パターンによりrzを用いる方法、

または 70%を取る方法は妥当性があるが、道路延長が短い場合妥当性は少ない。

例えば 60m四方の街区を考えると、そこに他の道路が交差するケースは少ない。

(これ第2.でみた私道を含む道路によるブロックの規模による)この規模で2個

のプロックが平均である。 H つまり 60m四方の街区では中心に l本道路があるのが

平均となる。そうすると曲がり角による曲折は lケ所のみでもう一方は直線である。

こういう状況下でr2、 あるいは 70%という考え方は、道路延長が長い場合の

方法と単に同じ方法を採用しただけであり、現実的とは異なる。

従ってここではまず新たな視点として、正方形の街区であれば、最長半径 60mで、

最短は街区中央で 70%の値であるが、新たな基準として 70%以上の他を使うこと

とし、その他として 80%を目安とした 50mとする。 (80%の場合 60XO.8=48m) 

この値はホース延長 60mとrzによる 40mとした値の中間値となり、より現笑的

でありここでは標準値とする。つまりここでは以下のように標準値を設定する。

「消防水利は防火対象物から lつの消防水利に至る距離を

50m以下になるように設けることを標準とする。 J

従って低層高2密度市街地の平常時消防活動困難区滅の標準値として、

「消防水利より半径 50m以外の部分を消防活動因雌区域とする。 J

かつまた消防活動因難区域の地区に対する割合の目標値を以下のように設定する。

「消防活動困難区域が 20%以下になることを目標値とする。 J

'賀l2章2.3-1.2)水道施設設計指針の中の「消防力の基準」参照

H 第2章2・24.表2.2-5参照
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②標準値による水利路線のパターン

ここでは低層高密度市街地として、前項で設定した標準値半径 50mにおける、消

防活動困難区域の解消を目的とする。解消するためには半径 50mの円の一部を重複

させて配置する必要があるが、その方法には四角形型と六角形型がある。

(図3ふ 1) 

(b) 100mク.リッド

図3-2-3.100mグリッドパターン

<四角形型> <六角形型> この場合、それぞれの消火栓問の距離は同一直線道路上で100m間隔となり、水

道局の「消火栓設置基準」に見合う。

図3-2-1.水利路線のパターン(出典，消防水利の対策と実務1))

(c) 86mX74m 

これらの方法に道路のグリッドのパターンを合わせると以下のようなグリッドが

構成される。

(a) 70mグリッド

消火栓

四角形裂で、消火栓の位世をグリッド

の交点に配置し、グリッドを fl~成す る

方法である。(図3-2-2)

この場合、斜めに対向する消火栓まで

カ{100mとなる。

マ
p、

1
1
 

l____s.旦_m__  1 

l必1100=r2a 

a=70.72キ70m

により 70mグリッド

170m 1 

図3-2-2.70mグリッドパターン
I a I 

図3-2-4.86mX74mパターン
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四角形型で、消火栓の位置をグリッド

上の中央部に配置し、グリッドを梢成

する方法である。(図3-2-3) 

この場合、平行に向き合う消火栓まで

でが 100mとなり、 100mグリ ッドがfIIJ

成される。

六角形型で、消火栓の位置をグリッド

ー 上の交点に 2個配置し、もう l個を 2

個配註した紋と平行に向き合う線上の

中心、に配世し、グリッドを構成する方

法である。(図3-2-4) 

この場合、 3 個の消火栓で十1~成される

正三角形の重心までの距離がそれぞれ

の消火栓より 50mとなる。
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I x I と 74m

従って 86mX74mのグリッドとする。

この場合、それぞれの消火栓間の距離は 70m間隔となる。水道局の「消火栓設世

基準J.，に比べ消火栓の密度は高くなる。

この場合それぞれの消火栓問の距離は、 長辺方向の道路では 86mfl日隔で短辺方向

の道路では148ml]日隔となり長辺方向では、水道局の「消火栓設置基準」より密度

が高くなる。
叫第2章2-3-1.3} r消火栓設置基準」では l∞-2∞m間隔
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(d)小結

以上の検討により、原則値半径 50mの円でカバーされる消火栓の水利路線として

は、

70m X 70m一寸

86mX 74m I の3タイプが考えられる。

loomX 100m _J 

つまり道路パターン及び街区の構成により 70mグリッドから 100mグリッドまで

のパターンがとれ、最大限 100mグリッドまでは半径 50mにおいて平常時消防活動

困難区域が解消可能である。これは街区の大きさでみると 4，900m2-10，000m2まで

は、平常時消防活動困難区域が解消可能であることを示している。

また水道局の「消火栓設置基準Jからみると、 この中では 100mグリッドのタイ

プが現実の基準に見合う。

次に現実の消防水利について見る。消防水利として利用されているものには消火

栓と各建築物、あるいは施設に貯えられている水利である、防火水槽、プール、及

び河川が あるが、ここでは主要なものとして消火栓について取り上げる。

消火栓の設置のための配水管の敷設の方法に関しては前に述べているが、消火栓

の設置は 1001以上の水道管に接続されている。 1001以上の水道管は、必ずしも

全ての道路に敷設されている訳ではないσ 基本的には公道で、陳情があれば私道に

もつけるという。以上の条件下で現実の配水管の経路による街区は、第2章 2-3

でみたように100mグリッド (10，000m2) で特殊なケースを除きカバーできる。 H

従って半径 50mを標準とした 100mグリッドの道路パターンによる、消防水利路

線は現実の市街地にも対応しており、かつまた現在の水道局による「消火栓設世基

準」にも見合う。

つまり結論として、半径 50mを標準値とした場合でも消火栓の設置される配水包・

経路には、現実的に問題はない。

H 費~2章2・3・2 配水管の経路では4地区とも平均値が10.αlOm2以下で、分布も綴ね 10.αlO m2以下とな

っている。(jg]2-4・1多照)
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(2)二方向アプローチ

次にアプローチの問題である。(1)で求めた消防水利路線を消防活動上の道路と

位置付けるが、それらの辺路にある消防水利にアプローチするための方策として、

地区において道路に物がi泣かれていたり混雑しているケースを考え、二方向アプロ

ーチを原則とする。これは同じ路線上の二方向ではなく、別の路線からのアプロー

チとする。つまり交差点に消防水利が設置されるようにする。・5 このアプローチ道

路も 4m幅員とする。

それぞれのケースに当てはめ考えると以下のようになる。

① 70mグリ ッドの場合

_jLJL 

1口[j
寸111

この場合、消火栓は道路の交差点に配位

されるために、このままで二方向アプロ

ーチが可能である。 4m幅員道路による

70mグリッドは、消防水利路線及びアプ

ローチ路線として利用される。

(図3-2-5) 

図3-2-5.70mグリッドアプローチ路線のパターン

②100mグリ ッドの場合

100mグリッドの場合、消火栓には一つの路線のみしかアプローチができない。

従って 2つの路線からアプローチするには、 100mグリッド以外の道路が必要とな

る。従って現在の 100mグリッドの内部に最小限のグリッドである 50mグリッドを

設ける。これにより 4m幅員道路の 50mグリッドにより、消防用水利路線とアプロ

ーチ路線を構成する。(図3-2-6) 

L _jU_UL__ 

→コ口口亡 1
1回口亡1

11一寸I ini寸1-
~lè~ 

図3-2-6. 100mグリ ッドアプローチ路定1~のパターン

吋この方法も「消火後設置基準」に符号する。
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③86mX74mの場合

この場合、長辺方向にある 2つの消火栓は交差点に配置されるために、二方向ア

プローチが可能である。逆にそれと平行な道路上にある消火栓は二方向アプローチ

が不可能であり、そのためにはその消火栓にアプローチ可能なようにグリッドの中

心に l本道路を通す。これにより 4m幅貝の 43mX74mのグ リッドにより消防用水

利路線とアプローチ路線を構成する。(図3-2-7) 

lml L~W 

図3-2-7.86mX74mグリッドアプローチ路線のパターン

④小結

以上の検討により、 (1)による消防用水利路線にアプローチ路線の検討を加える

と、 4m幅員道路による以下のパターンが考えられる。

50m X50m (2，500m2) 

43m X 74m (3，182m2) 

70m X70m (4，900m2) 

つまり道路パターン及び街区の構成により、 50mグリッドから 70mグリッドまで

のパターンがとれ、最大限 70mグリッド(4，900m2) までは、半径 50mにおいて平

常時消防活動因錐区域が解消され、かっ二方向アプローチが可能となる。最小パタ

ーンとしては 50mグリッド(2，500m2) である。
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2 )救急車

救急車については、消防ポンプ車ほど明確に述べられたものはない。ポンプ車よ り

も小型で、ポンプ車が通れれば、救急車も通れる訳である。束京消防庁の例を見ると 、

現在東京消防庁では 3種類の救急車を使用している。トヨ夕、ニッサン、ベンツであ

る。それぞれのデータを見ると、 トヨ夕、ニッサンに対してベンツは大型である。そ

れぞれ 4m幅員の道路では十分に活動が可能である。救急車における救急活動は以下

のように考える。

救急車という車の性格上、事態は緊急である。従って救急車が奥まで入れずに途中

からは担架でという状況は、計画上問題である。従って、各戸に救急車がアプローチ

可能とする。つまり建築物の敷地は救急車の活動できる通路に援するという条件と す

る。

次に救急車の通る道とはどのような条件かを検討する。

道路間員については、救急車のデータとドア開閉等のクリアランスを考えると、ス

レ違いがなく一車の場合以下のような状況となる。メートル法で切りの良い数字とし

て最低3mと考える。(図3-2-8) 

-U
銅山由Lコ

図3-2-8.3m幅員の検討

次に阿貝3mとして回転について検討してみる。検討については、

r4mの道路から3mの道路に折れ曲がる場合j

をそれぞれの車種で検討した。以下検討結果である。(ベンツの場合は、 3m以下に

なると不可能なので、 トヨ夕、ニッサンで検討)

尚すみ切りは東京都建築安全条例第2条2)の規定通り、底辺部分を2mとした。
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①4m道路より 3m幅員へ

a) ニッサン(ホーミィ)によるケース3)(W=3，∞0の場合)

最小回転半径戸5，300X 1.2による回転

②4m道路より 3m何員へ

b) トヨタ (4WD) によるケース4)(W=3，∞0の場合)

最小回転半径戸5，600X 1.2による回転

ノ

f 

/ 
ノ

~S正旧

図3-2-9救急車曲り角の検討
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この結果3m幅員でも救急車は通行可能となる 。(図3-2-9) 

更にすみ切り部分を潅木により緑化すると、カーブの際の不安は解消するであろ う。

また救急車は常時過る訳ではないことを考えると、最低限の条件で良い。 しかし 3m

閥貝では車が駐車してあったり、またお互いの車のスレ巡いがあった場合、通行は不

可能となる。従って 3m幅員のものは、一般の 4m道路とは異なった性格を持たせる必

要がある。その性格としては、

①スレ違いのためのスペースを設ける

3m幅員の通路に部分的にスレ違いのためのスペースを設ける。その部分はポケ

ットパークの利用も兼ねる。

②車の通行を制限した歩行車専用路化する

一般自動車の侵入を制限し、自転車、歩行者のみの安全な歩行者専用路化する。

その際この道は、遊び場、散歩道、通学路として老人、子供にも利用されるであろ

う。車の侵入は救急車、パトロールカーによる緊急時の場合のみとする。

①車の通行規制により自家用、サーピス車以外の通過交通を禁止する。

以上のようなことが考えられる。

3 )道路ネッ トワークの最小単位標準モデル

4m幅員としては 50mグリッド(2，500冊1)から 70mグリ ッド(4，900m2) のパタ

ーンが消防活動上有効である。ここで、第 2章 2-2でみた公道によるプロックの面

積及び分割ブロック割について見ると平均面積は 5，000m2程度であるが、 3，000 -

4，000m2程度より、私道により分割されている。

これに加えて消火栓の設置について考察すると、

① 4m幅員道路パターンとしては 50mグリッドを最小単位の標準モデルとして、地

区の事情により 70mグリッドまでを許容限度とする。

②50mグリッドを越えるものは、現在の「消火栓設置基準Jより密度を高め対応す

ることとする。

以上整理すると、消防活動としては 50mグリ ッドで 4m帆貝道路が必要となり、救

急車にとっては幅貝 3mで良しとする。この 3m阿員のものの位置づけとしては、 50m

のグリッドの中にあるものとする。即ち 50mグリッドにより椛成された街区の内部に

ある通路と考える。

道路としての法的な考え方としては、 この 3m幅員のものは道路法で言う道路扱い

とはしない。そうではなく、 50mグリッドにより構成される街区を 一体と した単位と
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して考え、その中の部分としての考え方とする。即ち 4m道路の 50mグリッドにより

構成された街区を一団地扱いとしてとらえ、周囲の 4m道路が法規上の道路であって、

その中に一つの敷地があり 3m限員のものは 『敷地内通路Jとしての扱いをする。従

って街区の内部にある建築物は、 4m幅員道路に対する接道義務はなくなる。 しかし、

この 3m阿貝の敷地内通路、及び出入り可能なポケットパークには接しているものと

する。また 3m幅員の敷地内通路に対しては、いわゆる 2m阿員の接道による旗竿敷地

は認めないものとする。

袋路状道路で、二方向避難の確保、利便性を考慮し、またおII稿(1988)5)の細街路地

区の特性の中の「通り抜け性jでも述べられているように、実際は貫通 しているもの

が多<..、 それを生かし街区の中に設ける 3m幅員の敷地内通路は、外周道路に貫通

するように計画する。従って道路のネッ トワークとしての基本的概念は、以下の図の

ようになる。(図3-2・10参照)

道路の性格付けとしては、歩草分離としてラドパーン方式6)、あるいはプキャナン

による居住環境地域7)、また歩車混在としてポンネルフ 8)があり、最近は歩車共存の

ための計画手法9)がまとめられており、また住区内街路研究会による「おりあい」の

道づくり 10)があるが、ここで扱う市街地は明快な歩草分離もできず、また道路も狭

い地域で以上に上げたこれらの手法は使えない0 ・7
4m幅員は車の往来に伎われ、 3m阿貝は制限さ れるといった性格となる。

E
D
由

寸| 11 11 
50m 50m 

図3-2-10.道路ネッ トワーク

叫 「巡り抜け性」として「袋路状道路は行き止まり道路としての認識があるが、実際は辺り紘けが

できるようにできている ・.• • • . J 

H 例えば参考文献9の付録2.r既成市街地における歩車共存道路J (P P 218-222)をみると、相.Q8

m以上の道路に多い。
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3-2- 2初期消火体制(初期消火活動により「部分焼J以下とする)

火災時の災筈防止にとって重要なことは、初期消火活動である。初期消火活動とは

消防隊が到着し、活動を開始するまでの間火災が初期の段階での消火活動である。東

京消防庁による資料11)を見ると、この初期消火活動により 70%以上の火災が消し止

められていることがわかる。(表3-2-1) 

表3-2-1.火災種別別の初期消火従事状況
(平成元年)

初期消火 ~t '1【状況
目k

全 体 応急消火義務者
火民 r~~;JI

{政出'1 
従'11した件政成功した件数 従事した円政成功し た川散

(従事W%)1 (成功ヰ'%) O;t'II't%) 1 (成功昨%)

" 、 al' 16. J20 4.997( 81.7) 3.849( 77.0) 3.240( 52.9) 2，504( 77.3) 

3.710 3.121( 84.1) 2.275( 72.9) 2.455( 66.2) 1.858( 75.7) 

l.s物 /11火 3.508 2.943( 83.9) 2.157( 73.3) 2.341( 66.7) 1.789( 76.4) 

l.s物以外出火 202 178( 88.1) 118( 66.3) 114( 56.4) 69( 60.5) 

耐 665 551( 82.9) 422( 76.6) 254( 38.2) 195( 76.8) 

官、 向。 1(100.0) 1(1田。0) 1(100.0) 1( 100.0) 

航 」時」 機 1(100.0) 1(1凹 0) 1(100.0) 1( 100.0) 

f本 fI 23 15( 62.5) 4( 26.7) 8( 3.1.8) 1( 12.5) 

そ グ〉 他 1.7201.308( 76.0) 1.146( 87.6) 521( 30.3) 448( 86.0) 

目 n.~~Jn火した火出 Jj除いてあリます

「火災の実態J 東京消防庁(平成2年度版)

低層高密度市街地には木造の密集地域が多く、火災の危険性の高い地域である。そ

の点は住民も熟知しており 、普段の用心がよく行き届いているせいか、火災の発生率

は少ない。かつまた地域の特性として、住民が独自で設置している消化器や消火ポリ

バケツが目につく。これは区で設置している消化若手だけでは不十分という認識を持っ

ている表れである。またいくら火災の発生率の低い地域とはいえ、普段の備えを怠っ

ていないということであろう。

ここで対象としている地域は木造が多く 、かつまた標準ポンプ専の迎行不可能道路

の多い地域である。火災が発生し消防隊が消火活動を開始するまでには、他の市街地

とは異なり様々な問題があると予想され、このような地域ほど初期消火活動が重要で

ある。従ってここでは、消防隊が到着する以前に住民の手によって初期消火が行える

ように、街区内に消火設備を装置化 し焼損程度が「部分娩j以下となるようにする。

建築を見てみると、初期消火活動を目的として設置されているものに、屋内消火栓

がある。これと同様な考え方で街区を一つの建物と考えた場合、その中心部に初期消

火活動用に屋内消火栓と同様の機能を持つ、屋外消火栓設備を装置化する。これは住
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民の扱い易い簡易な構造とし、時々実際に訓練も行う。この消火設備は、敷地内通路

部分 (建物で考えれば廊下部分)に接した、ポケットパーク等の広場、即ち活動し易

い確保された空間の中に設ける。

この屋外消火後は、ホースの長さ 30mとし 2本7哲設されるものとする。ホースの長

さの 80%を可能範囲とすると、有効長さが 24mとなる。

ポケットパークに、ポンプ、消火栓を設けるが、給水方式としては配水管方式とし

て、既設、新設を問わず通り抜けの配水管を利用するかあるいは袋路状道路に設置す

る行き止まりの配水管を使う。または消火水槽方式として、地下に水槽を設け配水管

によらない方式とする。

整理すると以下の方式が考えられる。

1 )配水管方式

(1)新設の配水管

①通り抜けのもの

②行き止まりのもの

(2)既存の配水管

①通り抜けのもの

②行き止まりのもの

2 )地下水槽方式

この中では配水管方式の方が良いと思われるが、地区の事情がやむを得ない場合、

消火水槽方式とする消火水槽方式の場合。初期消火用に消防隊放水開始までの延焼阻

止のための水量として4t程度となる。(次頁参照)この屋外消火栓の対象エリアの図

を書くと以下のようになり、 4m幅員の道路の 50mグリッドによる街区の大きさとほ

ぼ一致する。(図3-2-11) 

図3-2・11屋外消火栓の考え方
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〈水量の算定〉

消防隊の放水開始までの延焼阻止のための水量とする。

消防隊の放水開始までの時間

火災党知まで

出勤まで

走行時間

2分

30秒

3分20秒

放水まで(ホース 3本) 1分40秒

合 計 7分30秒

消防隊の放水時間まで 3分30秒を受け持っと考えると、出火後 4分前後の火面長が

必要 (t=4)

-区域の周長 = 3 X(1+tlI80)(vl+v2)t 

= 3 X(I+4/180)(6.6+1.16)4 

= 3 X 1.02X7.5x 4=91.8約92m

大火災風速 10mとして(風下延焼速度、風上延焼速度の図より)

vl= 6.33m/min v2.= 1.17m/min (*) 

-火面長 =区域の周長Xr r=0.6と設定すると、

= 92XO.6 = 55. 2m 

. 1本のホースで 30mまかなうとする。 2本常備して 60m。

. 1本 0.02t1mの小量を使用すると仮定すると(放水丑0.6t1min)

55. 2X 1/2 XO.02X2 = 1.10t/min 

. 3分30秒放水したとすると

I.IOX3.5 = 3.85ton 約 4ωn

* v 1 (風下延焼速度) v2 (風上延焼速度)

vl(mih) = 38v (平均位置 v= 10) 

= 380mih = 6. 33m/min 

v2図より v= 10にて v2 = 70m/h = 1. 17m/min 

(火災使関より)12) 
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3-2-3都市借造の不燃化(街区周辺の不燃化)

老朽住宅、木造住宅が多い低層高密度市街地は、基本的に都市の不燃化として防災

上全面的な不燃化が良い。しかしながら、その実現はなかなか難しい状況にある。行

政サイドとしても、不燃化に対する助成を行うにしても全域にわたることは難しいと

考えられる。従って、火災が発生しでも最低限隣の街区への延焼防止、隣の街区から

の延焼防止、更に 4mの外周道路の避難路としての安全性を考え、避難路の不燃化を

目的として、街区の外周の部分の建築物の不燃化をはかる。そしてそのための規則、

誘導、助成策を講じる。叫

街区を一つの建物と考えると、街区の外周部分は外壁に当たる。いわゆる延焼の恐

れのある部分に当たる訳である。

昭和61年の建築基準法の改正で準防火地域にも木造 3階建が建築可能となった訳で

あるが、大規模建築の外周部分と考え、耐火構造、簡易耐火構造の不燃構造として火

災に強い都市構造づくりを行う。(図3-2-12) 

E
口
凶

50m 50m 

図3-2-12.都市構造の不燃化の考え方

-・現在盤国区では不燃化の助成対象として面的地区、路線地区、拠点地区の方法を取っている。
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3-2-4 自動車の保管

自動車の保管場所は、地区内の車を全て地区内で保管することを前提とし、路上保

管の問題を解決するロそのため自宅保有を原則とする。現在ある月極駐車場が今後も

そのまま存続するかは疑問である。特に規模の小さい月極駐車場は、いずれ建築敷地

化することが予想される。また新設の駐車場は火災等の事故以外期待できない。

しかし低層高密度市街地では、敷地面積が小さく自宅で駐車場を持つことのできな

いものも多い。従って今後の事保有世帯の増加を鑑み 100m2以上の敷地を持つ宅地に

あっては、駐車スペースを設けることを義務付ける等の施策を考える。ここで 100m2

とは、近年最小敷地規模として 100m2が取り上げられることによる。吋また駐車スペ

ースとしては建物でも、庭でも良いものとする。次に民間月極駐車場でまかなうもの

とする。更にそれでもまかないきれないものについては、公園整備と共に公共駐車場

で整備することとする。この場合、 アンケート調賓の結果州より公共月極駐車場の

位置は 100mグリッドを単位とした中央部とする。(50mグリッド 4個の集合とする。)

以上をまとめると自動車の路上保管場所としては、

1)自宅保有を原則とし、 100m2以上の敷地には駐車スペースを義務付ける。

2)民間月極駐車場で収容する。

(図3-2-13)

E
D
口

100m 

図3-2-13.自動車の保管場所の考え方

..多治見左近、近藤安弘 (1982) i敷地規筏の定住・住みかえ窓訟に対する影響にl則する考祭J

日本都市計画学会学術研究発表会論文集には、それ以前の錠~が獲理されている 。

・"第2章2ふ5.3)の月極駐車場の満足感の①時間分布でみた「満足Jiまあまあ満足」、①月経n
車場の最大限の距緩のJ1i参照。
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1 )空間の確保

密度が高く 、建てづまりとなっている 50mグリ ッドの街区内に広い空間の確保を目

的として、中心部にオープンスペースを設ける。

2 )緑(自然植樹)の確保

1 )で設けたオープンスペースに自然植樹としての緑(柏木鉢による緑ではない)

を確保する。

3 )日照の確保

小規模な敷地、建てづまりなどにより日照の確保きれない地域に、オープンスペー

スの確保に より日照も確保する。街区内に陽だまりの場をつくる。

4 )通風の確保

3-2-6公園

快適性を得るため以下の項目をポイントとする。

3-2-5路上駐車

地区内の居住環境の向上、事故防止、及び緊急車両の活動上、駐車禁止の取り締ま

りを強化する。地区内の道路は、 「荷物の上げ下ろしJ程度とする。そのためには「荷

物の上げおろし」以外の駐車は、バーキングメーター付駐車場l3)により外周の広間

貝道路で処理し、他は地区内部の公共駐車場で処理する。

内部地区に設ける公共駐車場は保管場所の月極駐車場と同様に 1haを単位として公

圏整備と共に設ける 。

これにより、駐車場は外周の広幅員道路と地区内部の駐車場となり、地区内部の道

路ににおける駐車は 「荷物の上げおろしJ以外の駐車はなくなる。かつまたこれは、

地区内部における車の通行が制限されることになり、交通事故の防止、緊急車両の活

動上有効となる。地区内部における通過交通も制限が可能で交通処理上も有効となり、

居住環境の新たな改普も可能となる。

以上をまとめると、

3m幅員の敷地内通路を街区内に貫通させることにより、街区内の通風を確保する。

5 )遊び場の確保

オープンスペースは子供達の遊び場として利用されるだろう。

以上の要素を確保するために街区中心部の敷地内通路に接して、小公園を設ける 。

この小公園は、屋外消火栓の設置スペース及び消火活動の際の緊急自動車のすれ迷い

等のスペースも兼ねる。 (50m2程度とする) (図3・2・15)

1)駐車禁止の取り締まりを強化する。

2)パーキングメーター付駐車場により外周の広偲貝道路で処理する。

3)外周道路でまかないきれないものにあっては、地区内の公園整備と共に公共!駐

車場でまかなう。この場合 lhaを単位 左する。(図3-2-14) 

五¥
J g

D凶

A
:
 

_j[ ー」場
|
|
車駐オ

Jノ々メグンキ

_jL一一_jL一一_jL

公共月極駐車場 十点11: 11 

公園 1白白f
「呂田「

~ J ~ _.:t. "/ )-).J. c=-一パーキン〈メ 「ター付駐車場

外周の広幅員道路

]1 11 寸 |
50m 50m 

図3-2・15小公闘の考え方図3-2-14_時間決め駐車場の考え方
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3-2-7計函基本概念

1 )目的

(1)安全な街づくり①

道路の整備、路上保管、路上駐車の解消により緊急車両の活動性を高め、交通規

制により交通事故防止策を構じる。救急車、パトカーは街区内の各戸にアプローチ

可能とする。

(2)安全な街づくり②

接近不能消火栓の解消及び消防活動困難区域(半径 50mによる)を解消し、消防

活動の迅速化をはかる。また火災にとって重要な初期消火活動のための屋外消火栓

を内部のポケットパークに装置化し、焼損程度を低減する。

(3)火災に強い街づくり

街区周辺の不燃構造化をはかり、火災に強い街づくりをおこなう。

(4)快適な街づくり

交通処理、駐車禁止により車の交通が規制でき、車の往来の少ない歩行者中心の

環境を形成する。内部に小公園を作り街区内部の環境を整え、快適な環境とする。

(5)敷地内部に接する小公園

街区内に設ける小公園は敷地内通路に接するものとする。尚、建築の敷地は救急

車のアプローチが可能で、一般の出入りに支障のない構造であれば、小公園に援す

る条件でも可能とする。

(6)内部の敷地は敷地内通路に接する。

街区の内部にある敷地は、いわゆる道路に対する接道義務は不要とし、内部にn
通された敷地内通路に接することを条件とする。しかしこの場合旗竿状のf差し方は

認めない。

2)計画基本方針

(1)道路パターンと街区

①4m悶貝道路の 50mグリッドに囲まれた街区の形成

道路何貝は広いほど良いが、地区の実情により最低4m阿貝道路に囚まれた2，500

m2程度の街区を標準とする。小型・零細街区の解消をはかり、大きさは2，000

-4，Ooom2程度とする。最大限で 70mグリッドで 4，900m2とする。

②街区内部に貫通した3m開貝の敷地内通路

①の 50mグリッドの街区の内部を通るものは、 3m何員の敷地内通路とする。こ

の通路は通過交通を禁止する。
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(2)消火栓の設置

①標準100m間隔で設置する消火栓

50mグリッドの街区4個を集合した外周のそれぞれの道路の中心部に、消火栓が

配置されるようにし、半径 50mによる消防活動困難区域の解消をはかる。この場

合、既設消火栓、街区の規模、形状等の地区の笑怖を考慮する。

②小公園に装置化された屋外消火栓

住民が火災時、初期消火用に使用可能な 50mグリッドの街区内部の小公園に屋外

消火栓を装置化する。ホースは 2本使用可能とする。

(3)街区周辺の不燃化

延焼の防止、 避難経路の安全性を目的として 4m幅員の外周道路に援する建物の

不燃化。

(4)駐車場

①外周の広岡貝道路にパーキングメーター付駐車場の設置

路上駐車解消のため外周の広何員道路にパーキングメーター付駐車場を設置する。

②地区内部に保管場所としての、月極駐車場及び時間決めの公共駐車場を公図整制ti

と共に行う 。この場合、 50mグリッドの街区 4個の構成による lhaを単位とする。

① 100m2以上の敷地への駐車スペースの義務付け

車の保管場所として 100m2以上の敷地を持つものは建物内、外を問わず駐車スペ

ースを義務付ける。車の非保有者は庭としてスペースを確保する。

(5)敷地内通路に援する小公国

(6)内部の敷地は敷地内通路に援する。

3 )計図最小単位

以上により基本概念図、基本計画モデル図を作成するが、中央音11に確保する公共駐

車場、公園の位置により 2タイプに分かれる。

.Aタイプ 4m幅貝道路の交差点が 1haの中心

車の利用上便利なタイプで自動車中心のタイプである。

.Bタイプ 4m師長道路と 3m何貝の敷地内通路の交差点が 1haの中心

歩行者はAタイプに比べ、車に邪目立されることなく公図を利用できるタイプ

で、歩行者中心のタイプである。

実際の適用に当たっては、地区の事情を踏まえた検討が必要となる。

また基本概念図は駐車問題を含めて 1haを単位としているが、 50mグリッドの街区

を「計画最小単位標準モデルj としている。(図3-2-16，17，18)
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図3-2-17.基本計画モデル図図3-2-16.計画基本概念図
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図3・2-18.計画最小単位標準モデル
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3 -3. 計画の実現手段

前項で述べた整備計画の実現には様々 な問題がある。中でも主要な問題は、

1) 50mグリッドの街区及び敷地内通路の確保

2)街区中央部に設ける小公園の確保

3) 1haを単位とした公共駐車場

と考えられる。以下それぞれについて実現のための手段を検討する。

3-3一， 50mグリッドの街区及び敷地内通路

街区を構成する際にどの道路を4mに拡幅整備するか、また3mの敷地内通路として

整備するかが問題となる。その際現状を踏まえた対策が有効となる。そのために4m

幅員にするものとしては、

①公道であること

②本道で配水管の通っているもの(消火栓の設置路線)

③公共性の高い道路(通り抜け、 L字構の設置されているもの等)

@ 4mに拡幅の容易なもの(既存道路の幅員の広いもの、後道敷地の規模の大きい

もの等)

が上げられ、加えて地区の事情を考慮することが必要となる。

まず公道であることにより法の適用のし易さ、また公共性の高い道路として大きな

要素となる。次に消防用の水利路線として、消火栓の設置が可能なように私道でも配

水管の通っている路線を対象とすることが現実的である。かつまた現実的に公共性の

高い私道であることが上げられる。その要素としては、辺り抜けのものあるいは道路

として L字減等の整備がよくできているものが上げられる 。最後に拡怖の し易さが上

げられる。極端に狭い私道(現状幅貝2m前後)は3mの通路化が望ましい。 また小規

模の敷地が接道している私道も 3mの通路化が望ましいであろう。

以上の要因を踏まえ 50mグリッドの街区の構成方法をみると、以下の 5つのパター

ンがある。

(1)スーパープロ ック方式

(2)袋路状道路の巡結方式

(3)袋路状道路の貫通方式

(4)新設方式

(5)その他
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1 )スーパープロック方式

第 2章2-2で述べているように、私道により分割され形成されているプロックに

は、規模の小さい零細・小型プロックが多い。

従って標準 2.500m2程度 (2.000-4.000m2)の街区を椛成するために、隣接した複

数の零細・小型プロックを組み合わせる。その際に零細・小型プロックの接合される

境界部分の道路を貫通通路化する。(図3-3・1) 
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図3-3-1スーパーブロック方式

2)袋路状道路の述結方式

非整形プロックタイプEの場合の方法である。現在の街区内に複数の袋路状道路が

ある場合である。この場合街区の中央部付近で連結する。あわせて非整形プロックタ

イプEの解消をはかり整形外区化をはかる。

この場合、連結部分のルー トが問題になるが、このような街区内には現在私道では

ないにもかかわらず、住民が利用している通路が存在するケースが多い。 ・11

この場合その通路を拡幅整備することとする。あるいは非接道の建築物がある場合、

その移転により辺路化をはかる。いずれもない場合、建築物の移転によるか、他人の

敷地の一部を通路化して利用する。(図3-3-2) 
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図3-3-2袋路状道路述結方式

「通り抜け性J前出
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3 )袋路状道路の貫通方式

非整形プロックタイプIの場合の方式である。街区内に 1;本の袋路状道路がある場

合である。この場合、その道路をその先が外周道路に貫通するように計画する。あわ

せて非整形タイプ Iの解消をはかり整形街区化をはかる。

2) のケースと同様にこの場合貫通化させるルートが問題となる。このような場合

も、私道の突き当たり部分から他の外周道路へ抜ける、住民の利用している通路が存

在しているケースが多い0 ・はこの場合その通路を利用し、 3m幅員の通路化をはかる。

現状として通路がない場合、他人の敷地の空き地部分を利用できる場合は、空き地を

利用する。他人の空き地もない場合、他の外周道路へ接道している建物を移転し、貫

一一寸 1一一 一一寸 I一一

図3-3-3袋路状道路貫通方式

4 )新設方式

街区規模が2.000m2以上で、かっ内部に袋路状道路の私道もない場合である。 こ

のような場合、街区内に新設の出入口が 4m帽貝の外周道路に:m:通する3m幅員の敷地

内通路を新設するものとする。このケースの場合、敷地内通路が新設のため取り付け

ルー トが問題となる。このような場合にも現在通路として利用されている辺路がある

叩訳で、そのような現状の利用状況を考慮し通路のJレートを計画する。貫通H寺の問

題は、前述の 3)と同級となる。(図3-3-4) ;-t  4m拡幅整備

_j L _jL_L/ IL 

JD[-7] 州内化
→ 11L P 

ー一寸，-----'1一一 一一I 1一一

図3・3-4新設方式

." r通り抜け性j前出

・"r通り依け性J前出
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5 )その他

1) -4)の方式に当てはまらないものである。十分な街区椛成ができずに、表装

道路となっているケース、また街区構成が大きいケース等がある。表裏道路にあって

は、一方を 3mとする等の方法、 また街区構成が大きい場合は、いずれにしろ地区の

現状にみあった解決策が必要となる。中に 4m幅員道路を通し分割した方がよいケー

ス等がある。
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3-3-2街区中央部の小公園

1 )非接道敷地の小公園化

街区の中央部付近に存在している、現実的に接道していない敷地について、小公園

化する。

非接道敷地は、共同化建替えにより対応するかまたは、行政サイドで提供する代替

地に移転する。(図3-3-5) 

j で1
図3・3-5_非接道敷地の小公園化

2)裏宅地が非接道敷地としてある場合

街区中央部にある私道の装宅地が非接道の場合は、表制Ijの接道されている敷地は裏

宅地へ移転し、接道した敷地は小公固化する。

裏宅地部分は共同化を推進するか、または行政サイドで提供する代替地に移転する。

あるいは表の宅地が代替地に移転する。非接道部分は接道化される。(図3-3-6) 

_j 1 1し

寸 1 11 
図3-3-6装宅地の小公園化
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3)接道敷地の小公園化

街区中央部付近に非接道敷地がない場合、つまり現在非合法的敷地のない場合は、

接道している敷地を小公園化する。

公闘化される敷地は共同化あるいは代替地へ移転する。広い敷地の場合、空地部分

を小公固化するようにする。(図3-3-7) 
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図3・3-7接道敷地の小公園化

4)街区内部の工場の小公闘化

非接道、接道とも小公園化をする場合は、工場が望ましいと考える。居住地域にお

ける居住環境の向上、及びサービス車の敷地内通路の通行をなくし、安全な街づくり

を目的とする。

5 )その他

水道局の「消火栓設置基準」により、設置されてある消火栓の位置、並びに袋路状

道路で設置されている消火栓で、初期消火用の屋外消火栓として利用可能となるもの

は、それが利用可能なように小公園を計画する。
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3-3-3消防活動困難区域の解消

消防活動困難区域を解消する方法としては、まず現状の利用可能な消火栓及び消防

水利により、消防活動困難区域を出し、次に既存の接近不能消火栓を解消し、消防活

動図難区域を出す。それにより道路、街区構成を検討し新設の設置場所を検討する。

1 )既存接近不能消火栓の解消

水道局によると、原則として配水管は公道に設置される 。また陳情により私道に設

置する。刊現在の消火栓の設置のための配水管の経路を見ると、公道及び私道に分

かれている。また袋路状道路にも設置されている。街区の構成の項でも述べたが、 50

mグリッドを構成する要件としては「公道であること、私選で配水管が通り抜けてい

るものjとあり、 これらの路線を 4m幅員とし接近不能消火栓の解消をはかる。袋路

状道路で配水管の通っているものにあっては、配水管・の通り抜けを計画する等、街区

の構成、地区の事情により判断する。整理すると、

①4m未満の公道を4m幅貝とする

②4m未満の私道で配水管が通り抜けているものを4m幅員とする

③4m未満の袋路状道路のものは地区の状況により判断する

2 )新設

現在の利用可能消火栓及び消防水利に加え、既設接近不能消火栓が接近可能となり

有効となるもの、かつまた有効外消火栓が有効となるもので形成される消防活動困難

区域を検討し、その区域が解消されるように新設の設置場所を決定する。

3-3-4小公園に設置される装置化された屋外消火栓

初期消火用に用いられる装置化された屋外消火栓にあっては、新設するケースと、

袋路状道路に現在設置されている消火栓の利用が考えられる。

1 )新設の場合

①小公固まで配水管を通し、ポンプ、ホース、 30mのもの 2木を用意する。

この場合、既存の集中分岐管より通すと既存の配水管を痛めない。

②小公園に地下水槽と消火栓、ポンプ、ホース、 30mのもの 2本を設世する。

2 )既存の消火栓の利用

地区の事情を考慮し小公園を計画し、利用し易いようにポンプ、ホース、 30mのも

の2本を設置する。

山首~2章2ふl 消火後の設置基準参照
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3-3-5地区内部の駐車場

地区内部に計画する公共駐車場には、保管場所としての月極駐車場及び時間決め駐

車場がある。いずれの場合でも、どのような方法にするのかが問題となる。ここでは

土地利用の方法及び駐車場の形式について述べる。

1 )土地利用

土地利用の問題としては、公園 ・公共空地という公共用地の利用、及び民有空地の

私有地の利用がある 。

(1)公園用地の利用

現在ある地区公園に付随して設ける。

(2)公共空地の利用

地区内にある公共空地を利用する。

(3)私有地の利用

地区内に公園あるいは公共空地もない場合、民有空地を購入し公園整備と共に駐

車場も整備する。

2 )駐車方式

駐車方式に関しては環境、京観を含めたもの等14)15)、周辺との調和を意識したも

のがある。青空駐車場方式、半地下方式、地下方式、立体駐車場方式が考えられるが、

公園の地下方式には共同駐車場を組み込んだ街づくりとして酒田の例等 16)があるが、

斜路の問題等17)で規模が大きくならざるを得ず川 、 ここでは対象外 とする。半地

下方式の例と しては四日市諏訪公園の駐車場があるがこれも規模が大きい。(142台)

地下、半地下共商庖街との関連で作るものが多い。ここでは地区の事情により小規

模のものを対象とする。公営駐車場には今までの蓄積もありまた小規模のものもあるo

M 以下青空駐車場方式、半地下方式、立体駐車場方式について述べる。(図3-3・8) 

(1)青空駐車場方式

地上に駐車場を設ける方式で、比較的需要台数が少ない場合に利用される。

公園と共にオープンスペースを形成する。

(2)地上部分を公園にし、駐車場は半地下方式にして土地の有効利用をはかるケース

で、比較的需要台数が多い場合に利用される。

(3)立体方式

需要台数が多く、公図の半地下方式等でまかなえない場合に考えられる。

(1)青空駐車場方式

? Q~ ，合♂
(2)半地下方式
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(3)立体方式

記三日 !日

川巻末参考資科13参照

・1・巻末参考資料9参照
図3-3-8駐車方式




